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ま え が き

陸上 自衛 隊 の各契約機 関で行 われ る入札 、見積 合 わせ等 の契約 に参加 され る

方 は、国の契約事務処 理 に関 して法令 等 によって細 部が定 め られ てお ります の

で、法令 等 につ いてあ る程度 の ご理解 をもっていただか ない と手続 きに手違 い

を生 じた り不測 の損 害 を受 ける こ とに もな りかねませ ん。 この よ うな こ とがな

い よ う基本 的事項 を記述 したのが この説 明書 です。

したが って、入札 、見積合 わせ等 の契約 に参加 され る方 は、 ここに記述 され

てい る事項 は全 て承知 の上 、参加 され る もの として取 り扱 いますので誤 りのな

い よ うに注意 して くだ さい。

第1章 資格の審査

1契 約 の相手方 とな る資格

契約 の相手方 となるた めには、競争参加 資格審査 の申請 を し、資格審査 を

受 けた後 、有資格者名簿 に登録 され た者 でなけれ ばな りませ ん。 ただ し、随

意契約 に よる場合 は、当該競争参加資格 が必要 ない場合 もあ ります。

2競 争参加資格審査 の 申請

(1)申 請 時期

防衛省 大 臣官房 会計課長 の公示 による3年 に1度 の定期審査 期間 内に 申

請書 を提 出 します。

なお、定期審査期間 を経過 した後で あって も、随時 申請書 を提 出す るこ

とはできます が、 この場合 、 目的の入札 に間に合 わない ことがあ ります。

詳細 は、第4号 のイ ンターネ ッ トホームペ ージでの確認 をお願 い します。

(2)提 出場所

第4号 のホームペー ジか らのイ ンターネ ッ トによる提 出又 は持参、郵送

に よる場 合 は、最 寄 りの陸上 自衛 隊の各契約機 関 を含 む 国の契約機 関に提

出で きます。詳細 は、第4号 のイ ンターネ ッ トホー ムペー ジでの確 認 をお

願 い します。

(3)申 請 書及 び添付 書類

別紙第1「 主要書類提 出等先一覧表」 の とお りです が、詳細 は、第4号

のイ ンターネ ッ トホー ムペー ジでの確認 をお願 い します。

なお 、提 出 した書類 の内容 に変更 が生 じた際は、変 更事項 に関す る書類

の提 出をお願 います。

(4)イ ンターネ ッ トホームペー ジ
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3

「統 一 資 格 審 査 申請 ・調 達 情 報 検 索 サ イ ト」

https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html

申請 書 記 載 内容 に変 更 が あ っ た とき の連 絡

有 資 格 者 の通 知 を受 け た後 、 申請 書 の記 載 内容 に変 更 が あ っ た ときは 、速

やかに前項に準 じて変更届を提出 してください。細部は、前項のインター

ネ ッ トホームページでの確認をお願い します。

4有 資格者名簿への記載及び資格審査の結果の通知

資格審査の結果、有資格者 と認められた申請者は、有資格者名簿に記載 さ

れるとともに資格審査の結果が 「資格審査結果通知書」によ り通知(申 請書

に記載 された住所で代表者宛て郵送等)さ れます。

5資 格の有効期間

資格の有効期間は資格決定通知書に記載 された期限です。特別の理由によ

り資格の決定が遅れた場合においては、直前の定期審査以降に資格 を得た者

で引き続 き次期の定期審査に係 る 「一般競争(指 名競争)参 加資格審査申請

書(物 品製造等)」 を提出した競争参加 申請者については、前項に規定す る

資格の有効期限終了後も新たな資格の決定が行われるまでは当該資格は有効

とします。

6資 格の取消 し等

資格の有効期間であっても次のような方は資格を取 り消 され ることがあ り

ますので充分注意 して くだ さい。

(1)有 資格者名簿に記載 された方が次のいずれかに該 当すると認 められた場

合。

ア 当該契約を締結す る能力を有 しない者及び破産者で復権 を得ない者

イ 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載 した者

ウ 組合を直接又は間接に構成す る組合員及び事業者であって、組合が受

注を希望す る品 目に係 る事業 と同一の事業 を行っている者

(2)有 資格者名簿に記載 された者が次の各号のいずれかに該 当し、有資格者

とす ることが適当でないと認められた場合。

ア 契約の履行に当た り、故意に製造 を粗雑にし、又は物品の品質若 しく

は数量に関して不正の行為をした者

イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格 を害 し若 しくは不正の

利益を受けるために連合 した者

ウ 落札者が契約を結ぶ こと、又は契約者が契約を履行す ることを妨げた

者

工 検査、監督又は原価調査等の職務執行に際 しこれ を妨げた者
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オ 正 当な理 由がな く契約 を履行 しなかった者

(3)前 各号 の一つ に該 当す る事 実があって、資格 を取 り消 され てか ら2年 を

経過 しない者 を契約 に際 し、代理人 、使用人 としてい る場合

7そ の他

有資格者登録 申請 につ いては、各契約機 関にお問い合 わせ くだ さい。

第2章 公募手続

1公 募 手続 とは、装備 品等 の調 達要求 に先 立ち、調 達予定 品 目の契約希望業

者 を公示 して募 り、審査 して契約履行 可能業者 を登録す ることです。

2必 要 な資格要件等

(1)予 算決算及 び会 計令(昭 和22年 勅令 第165号)(以 下 「予決令 」 と

い う。)第70条 及 び第71条 の規 定 に該 当 しない者

(2)競 争参加 資格(全 省庁 統一資格)に よ り競争 参加 資格 を有す る者

(3)大 臣官房衛 生監、防衛 政策 局長 、防衛 装備 庁長 官又は陸上幕 僚長か ら指

名停止 の措 置 を受 けてい る期 間 中でない者

(4)そ の他 、製 造請負 契約 、物 品売買契約及 び役務請負 契約 等の契約 に応 じ

た資格 要件 細部 については、各 契約機 関 に問い合 わせ て くだ さい。

3公 募実施要領

(1)契 約希望募集要項 の公示

ア 時 期

調 達予 定品 目に基づ き、契約希 望募集要項 を契約年度 の前年度 の1月

中旬 頃か ら公示 します。た だ し、新 規調達 品の場合 は、発生 の都 度 、随

時公示 します。

イ 公示場所

各契約機 関の掲示板 、陸上 自衛 隊のホームペ ージ等

(2)説 明会 の実施

契約 希望募集 要項の 内容 について説 明が必 要 と認 め られ る場 合 は、説 明

会 を実施 します。

(3)公 募契約希望 申請書 の提 出

応募す る者 は契約希望募集要項 に基づ き、公募契約希 望 申請 書及 び必要

書類 を受付期 限内に各契約機 関に提 出 して くだ さい。 この際、技術 的に必

要 な資格要件 を審査す るための技術資料 の提 出が必要 な場合 があ ります。

また、都合 に よ り公募 を辞退す る場合 は、公募辞退 申請 書 を提 出 して くだ

さい。
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別紙様 式第2-1委 任状(入 札等)

別紙様 式第3-1公 募契約希望 申請 書

別紙様 式第3-2公 募契約辞退 申請 書

(4)公 募 契約希 望 申請 書の審査

提 出 された公募契約希望 申請書 に基づ き審査 します。 また、技術審査 に

当た り、技術資料 に対 しての説 明、追加資料 の提 出及 び製造体制等 の調査

依頼 を受 けた場合 、対応 していただ くこととな ります。

(5)審 査結果 の通知

資格審査及び技術審査 の結果 、審査合格又 は審査不合格 の通知 を行 いま

す。

(6)疑 義 の 申立て

審査 結果 に疑 義が あ る場合 は、書面 を もって説 明 を求 め るこ とがで きます。

説 明 を求 め る場合 、疑 義 申立て の書 面 を審査不合 格通知 を受理 した後 、速

や かに各契約機 関に提 出 して くだ さい(郵 送 可)。 疑義 の 申立てに対 して

は、速や かに書面 にて回答 します。

4そ の他

質疑等 の問い合 わせ は、各契約機 関で承 ります。

第3章 公告及び競争入札等

1公 告

一般競争 に よる場合 は
、次 に掲 げる事項 を記載 した公 告 を、入札期 日の前

日か ら起算 して少 な くとも10日(緊 急 の場合 は5日)前 までに、各契約機

関の掲示板、陸上 自衛 隊の ホー ムペー ジ等 に掲示 します。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

競争入札に付す る事項

競争に参加す る者に必要な資格に関する事項

適用す る契約条項

説明会及び入札 を行 う場所及び 日時

入札(契 約)保 証金 に関する事項

その他必要な事項

入札説 明会

入 札説 明会 は原則 として実施 しませ ん。 ただ し、入 札 に付す る品 目及 び規

格 が特殊 なもの又 は契約 に関 し品 目規 格等書面 のみで は誤解 が生 じやすい場

合 、将来 にわたって誤解 を生 じない よ うにす るこ とを 目的 と して入札前 に実

施す る場 合 もあ ります。 した がって、入札説 明会 が実施 され る場 合 はなるべ
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く説 明会 に出席 して疑問点 を解消 し、見解 を統 一す るよ う心掛 けて くだ さい。

この場合 、説 明会 に参加 しなかった あるい は説 明事項 を聞き漏 らした こ とな

どに よる損害 は全 て契約 を締結 された方 々の負担 とな ります ので、注意 して

くだ さい。

3同 等 品で入札 に参加す る場合 につ いて

同等品で入札 を行お うとす る場合 には、指示 された時期 までに同等 品確認

判定依頼書 を提 出 して契約担 当官等 の承認 を得 て くだ さい。

別紙様式 第4同 等品判定依頼書

4入 札保証金(納 付免 除の場合 を除 く。)

入 札保 証金 は、相 手方 の見積 る契約 金額 の100分 の5以 上の額 を入札 開

始 まで に納付 して くだ さい。保証金 は原則 として現金 とします が、現金以外

の場合 は事前 に調整 して くだ さい。 落札 した方 が契約 を結 ばない ときは、納

付 され た入札保証金 は国庫 に帰属 します。

別紙様式第5-1保 管金提 出書

別紙様式第5-2保 管金受領 書

別紙様式第5-3保 管金振 込書、保 管金領 収証書

別紙様式第6-1保 険証券提 出書

別紙様式第6-2保 険証券受領証 書

別紙様式第7-1保 証事項 に関す る届 出

別紙様式第7-2契 約保証金等 に関す る委任 状

別紙様式第7-3契 約保証金支払 に関す る連帯保証状

5市 場価格調査 の協力依頼

予定価 格算定 のた め、契約担 当官等 か ら見積 資料等 の提 出依 頼 があった場

合 は、指 定 日時 までに提 出 して くだ さい。 また、輸入 品契約 において は、海

外製 造業者 の見積資 料(い わゆ るクォーテー シ ョン。 以下 同 じ。)の 写 しを

添付 の上、提 出 して くだ さい。 ただ し、海外製造 業者 のクォーテー シ ョンの

写 しが提 出で きない場合で、第8章 第9項 第3号 ウ、エ 、オ に該 当す る場合

は、流 通業者 のクォーテー シ ョンの写 し及び その内容 の妥 当性 を他 の手段 に

よ り証 明 した資料 を添付 の上提 出 して くだ さい。

6入 札等 に当たっての誓約事項

入札者又 は随意契約 の相手方 になろ うとす る者(以 下 「入札者等」 とい

う。)は 、入札書又 は見積 書 の提 出に当た って は、暴力団排除 に関す る誓約

を して くだ さい。 この際、入札書又 は見積 書 には、別紙様式第8に 示す とお

り誓約事項 を誓約 してい る旨を記載 して くだ さい。

別紙第2暴 力 団排 除に関す る誓約 事項

別紙様式第8入 札書 、見積 書
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(1)誓 約 を拒否す る場合 の措置

誓約 事項 を拒否 す る入 札者等 があ る ときは、その者 を入 札 に参加 させ

ず 、又は随意 契約 の相 手方 としない もの とします。

(2)入 札無効 等の措 置

入 札者 等 が誓約 した誓約 事項 に虚偽 が あった場合又 は誓約 に反 す る事態

が生 じた場合 は、 当該 入札者等 が提 出 した入札書又 は見積書 は無効 としま

す。

(3)そ の他

本 誓約 事項 は、競争 の導入 による公 共サー ビスの改革 に関す る法律(平

成18年 法律第51号)に 基 づ く場合 の契約 を除 き、全 ての契約 を対象 と

してい ます。

7入 札前提

仕様 書 にお いて特 に指定 のない限 り、新 品に よる納入 として入 札書 を提 出

して くだ さい。

8入 札 、開札及び落札者 の決定

(1)入 札者 は、資格 審査結果 通知 書の写 しを提 出 し、入 札担 当職員 の指示 に

従 って、入札 を実施 して くだ さい。

別紙様式第8入 札 書、見積書

(2)入 札者 は、次 の事項 を厳 守 して所 定の 日時及 び場所 において入札 して く

だ さい。

ア 入札 日時に遅れ た ときは、原則 と して入札 に参加す ることはできませ

ん。

イ 入札保証金 の納付 を指定 した場合 には、入札 に先 立って納付 しない と

入札 に参加す ることはできませ ん。

ウ ー旦提 出 され た入札書(郵 便等 で提 出 され た もの を含 む。)の 引換

え、変 更又 は取消 しはできませ ん。

工 代理人 が入札 に参加す る場合 は、委任状 を入札 に先 立って提 出 しな け

れ ばな りませ ん。

オ 入札 日以前 に入札書 を直接提 出す る場合 は、入札書 を封筒 に入れ て封

入 口及 び封筒 の継 目を封絨(か ん)し 、その封筒 の表 に氏名(法 人 の場

合 は、その名称又 は商号)及 び 「○月 ○ 日○時○分 開札(件 名 ・入札 書

在 中)」 と朱書 して入札 開始 日の前 日(前 日が休 日又 は休養 日の場合

は、その前 日)17時00分(た だ し、公告等 に よ り特 に示 した場合 は

その 日時)ま でに提 出 して くだ さい。

力 郵便(配 達証 明の ものに限 る。)等 に よ り入札書 を提 出す る場合 は、

入札書 を封筒 に入れ て封入 口及 び継 目を封絨 し、その封筒 の表 に氏名
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(法人 の場合 は、その名称又 は商 号)及 び 「○月 ○ 日○時○分 開札(件

名 ・入札書在 中)」 と朱書 して、更にそれ を二重封筒 と し、入札 開始 日

の前 日(前 日が休 日又 は休養 日の場合 は、その前 日)17時00分(た

だ し、公告等 に よ り特 に示 した場合 はその 日時)ま でに必着す るよ う送

達 して くだ さい。 また、送付 した 旨契約担 当官等 まで通知 して くだ さ

い 。

キ 電報 、フ ァクシ ミ リ、電話 その他 の方法 に よ り入札 に参加す るこ とは

できませ ん。

(3)次 のいず れか に該 当す る入札 は無効入 札 とな りますので、入 札前 に入 札

書記載事項等 を よく確認 して くだ さい。

ア 入札 が民法 の規程 に よ り無効 とされ るものであ る場合

イ 有資格者 でない者 が入札 を行 った場合

ウ 入札保証金納付額 が所定 の額 に達 しない場合

工 入札書 に記名 がない場合又 は品名 、数 量金額等 が不 明の場合若 しくは

入札書 に記載 した金額 が訂正 され てい る場合

オ 入札書 の金額数字 が不鮮 明な場合

力 同一 の入札 につ いて2通 以上 の入札書 を提 出 した場合

キ ニ重代理 に よる入札 を行 った場合

ク 委任状 を持参 しない代理人 が入札 を行 った場合

ケ その他入札条件 に違反 した場合

別紙様式第2-1委 任 状(入 札等)

別紙様式第8入 札 書、見積 書

(4)入 札及 び開札

ア 入札 は、入札箱 に投 函(郵 便入札 を含 む。)す るこ とに よ り行 いま

す。

イ 開札 は、入札 が終 了 した場合 、直 ちに入札者 の立 ち会 いの も とに行 わ

れ ます 。 この場合 において入札担 当職 員 に よ り無効入札 の有 無等が告 げ

られ 、次 に掲 げ る措置 が と られ ます。

(ア)次 号アの規 定に よ り落札者 を決 定 した場合 は、落札者名及 びその入

札金額 を告 げます。

(イ)次 号イ の規 定に よ り最低価格入札者 を落札者 と しない こ とにつ いて

調査す る必要 があ る場合 は、最低入札金額 を告 げたあ とに調査 の上

落札者 を決 定す る旨を、落札者 を決 定 した ときは、別途通知す る旨を

告 げます。

(ウ)入 札執行 回数 は、原則 として、2回 を限度 と します。

(エ)落 札者 がない場合 には、最低入札金額 を読 み上げたあ と、再度 の
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入札 を行 う旨を告 げ、引き続 き入札 を行 います。 ただ し、郵便等 に よ

る入札 が含 まれ てい る場合 は、再度 の入札実施 時期 は公告等 の記載 時

期 とな ります。

(オ)開 札 時において公表す る情報 は、(ア)か ら(エ)に示す とお りです。

(5)落 札者 の決定

ア 開札 の結果 、予定価格 の制 限の範 囲内で最低(売 払 いの場合 は最 高)

の入札金額 の入札者 を落札者 とします。 同価 の入札者 があった ときは、

直ちに くじに よ り落札者 を決 定 します。 この場合 、入札者 が く じを引か

ない ときは、入札 に関係 ない職員 が代 わって く じを引き落札者 を決 定 し

ます。

イ 最低価格入札者 を落札者 としない場合

予定価格 が1千 万円を超 え る工事及 び製造 その他 につ いての請負契約 の

場合 において、次 の各 号の一つ に該 当す る場合 は、最低価格 の入札金額

であって も落札者 と しない場合 があ ります。 また、該 当す る入札 を行 っ

た者 は、契約担 当官等 の行 う調査 に協力 しなけれ ばな りませ ん。

(ア)予 定価格 に比べ て入札金額 が不 当に低 い ことに よ り、その入札金額

では当該契約 の内容 に適合 した履行 が され ないおそれ があ ると認 め ら

れ る場合

(イ)最 低価格 の入札者 と契約 を結ぶ ことが公正 な取引の秩序 を乱す こと

とな るお それ があって、著 しく不適 当であ ると認 め られ る場合

(6)入 札 が不調 の場合

入 札 を行 って も落札者 がない とき、又 は再度 の入 札 を行 って も落札者 が

ない ときは、次 の各 号 に掲 げ るいず れか の措置 を とる旨を告 げ、 当該措置

が とられ ます。

ア 引き続 き入札 を実施す る。

イ 最低(売 払 の場合 は最 高)価 格 の入札者 か ら順次 随意 契約 の相手方 と

して商議 を実施す る。

ウ 再度公告又 は指名通知 に よ り改 めて入札 を実施す る。

(7)落 札者 が契約 を結 ばない場合

落札者が契約 を結 ばない場合 は、再度公告若 しくは指名通知 による入札

を実施す る、又 は最低(売 払 の場合 は最 高)価 格 の入札者 か ら順 次随意 契

約 の相手方 として商議 を実施す ることとな ります。

(8)契 約 を結 ばない落札者 の取扱 い

契約 を結 ばない落札者 につ いては、納付 した入札保証金 は国庫 に帰属 し

ます。 また入札保証金 の納付 を免 除 した場合 は入札金額 に消費税及 び地方

消費税 に相 当す る金額 を加 えた金額(以 下 「落札金額」 とい う。)の
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100分 の5に 相 当す る金額の損害賠償 の請求 をす るほか、指名競争契約

の参加対象等 につ いて制 限を行 うことがあ ります。

9指 名競争

(1)指 名競争 は、原則 として 「全省庁統 一一般 競争(指 名競争)参 加 資格者

名簿(物 品製造等)」 に登録 され た方 々か ら指名 し、 「入札通知書 」に よ

り入札 をお願 いす ることにな ります。指名辞退者 は各契約機 関へ 申 し出て

くだ さい。

(2)指 名競争 にお ける入札 手続等 は全 て一般競 争の場合 と同 じです。

別紙様 式第8入 札書、見積書

10随 意契約

原則 として、一般 競争 契約 に よる ことと されて います が 、公募 の結果 、要

件 を満 たす者 が1者 の場合又 は契約金額 が少 額そ の他 の理 由に よ り随意契約

とす るこ とが あ ります。

(1)随 意契約 の事務 手続等

ア 「見積 依頼書」 による随意契約

(ア)契 約 担 当官等 が送付す る 「見積 依頼書 」 に基づ き見積書 を提 出 して

いただき、 これ に基づ き商議 を行 います。

別紙様 式第8入 札書、見積書

(イ)仕 様 書 にお いて特 に指 定 のない限 り、新 品 に よる納入 として見積書

を提 出 して くだ さい。

(ウ)同 等 品で見積 りを しよ うとす る場合 には、指示 され た時期 までに 同

等 品判 定依頼書 を提 出 して契約担 当官等 の承認 を得 て くだ さい。

別紙様 式第4同 等 品判定依頼書

(エ)見 積 書 の提 出は 、 「見積 依頼 書」 に示 され た提 出期 限まで に必着 す

るよ うに提 出 して くだ さい。提 出期 限以 降の到着 は無効 とな ります。

別紙様 式第8入 札書、見積書

(オ)競 争 に付 して も入札者 がない とき、又 は再度 の入札 に付 して も落札

者 がな く随意契約 とす る場合 も上記 同様 です。

イ オー プ ンカ ウンター方式 に よる随意契約

(ア)オ ー プ ンカ ウンター方式 とは、随意契約 の見積 り合 わせ において、

見積 りを徴す る相手 を特 定す ることな く、公表 に よ り参加者 を募 り、

見積 り合 わせ に参加 を希望す る方 か ら見積 書の提 出 を頂 き、契約 の相

手方 を決 定す る方式 をいいます。

(イ)オ ー プ ンカ ウンター に関す る公表 はホームペ ージ、掲示等 に よ り行

われ ます。 オー プ ンカ ウンターに参加 を希 望 され る方 は、 「オープ ン

カ ウンター方式 に よる見積 り依頼 につ いて」の名称 で公表 され る事項
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に対 して見積書 を提 出 して くだ さい。

(2)1者 随意 契約 の協力依頼

調 達 品の特 性等 か ら特定 の方 と単独 で契約 を締 結せ ざるを得 ない1者 随

意 契約 の場合 、特 に次 の点 に留意 して契約 の早期か ら円滑 な締結 に積極

的に協力 して くだ さい。

ア 予定価格算定 のた め、契約担 当官等が原価資料等 の提 出を依頼 した場

合 は、必ず指定期限まで に原価 資料等 を提 出 して くだ さい。輸入 品等

(邦貨建て、外貨建て を問わ ない。)が 含 まれ る場合 は、 区別 できるよ

うに記載 して くだ さい。概算契約等 で契約履行後精算す るために必要 な

根拠資料 も同様です。

イ 原 価等 の調査 に協力 して くだ さい。 特 に高額 契約又 は契約 回数 の多 い

企 業 につ いては、社 内就業規 定、原価 計算規則 等価格算 定上必 要 とす る

資料 の提 出及び提示 をお願 い し、価格等 の調査 をさせ ていただきます。

(3)特 定の随意契約 にお ける常続 的公示

ア 特定 の調 達 に係 る契約へ の新規参入者 が存在 しない こ との常続 的 な確

認 は、各契約機 関の掲 示板及 び陸上 自衛 隊のホー ムペ ー ジ等 におい て掲

載 してい ます。 掲載 内容 は特 定調 達 の種 類 、対 象契約一 覧表 等 となって

います。

イ 新規参入 を希望す る場合 は、随意 契約 へ の新 規参入 申込書 に必要 な書

類 を添 えて各契約機 関まで 申 し出て くだ さい。

別紙様式第9随 意契約 へ の新規参入 申込書

ウ 新規参入 を希望す る者 か らの申込 みが あ り、 当該 申込み を審 査 した結

果 、 当該契約 へ の新規 参入者 として適 正で あ る と判定 した場合 は、 当該

判 定 した後 の最初 の締 結 に当た り、 当初 の選 定相 手方 と新 規参入者 に よ

る指名競争入札 を行 います。

なお 、 当該 申込み を審査 した結果 、 当該 契約へ の新規参 入者 と して不

適正 で ある と判 定 した場合 につ いて は、そ の 旨及 び不適 正 の理 由につい

て 当該 申込者 に対 し通知 します。

工 常続 的公示 につ いての問い合 わせ は、各契約機 関で承 ります。

11契 約 の相手方 の選 定

(1)指 名競争 契約 又 は随意契約 においては、原則 として全省庁統 一一般競争

(指名競争)参 加 名簿(物 品製造等)の 中か ら適 当 と思 われ る方 を選 定す

るこ ととな ります。 ただ し、他 の条件 で示す以外 で、正 当な理 由な く制度

調 査 を拒 んだ ときは、その後 の指名競争 契約又 は随意契約 の相 手方 と しな

い こ とが あ ります。各 契約機 関 としては次の基準 によ り選 定 します。

ア 工業所有権 を有す る者又 はそ の代理店
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イ メーカー、又 は この代理店 で資 産及び信用 度が 良好 であ りかっ過去 の

契約 納入 実績 が良好な者

ウ 契約締結及び納入 につい て常 に積極的 であ り、かつ誠意 のあ る者

(2)一 般競争 契約 にお いて も、一般競 争契約参加 資格 の ほか、前項 を基準 と

し、基準 を充た さない場合 は、競争参加 をご遠 慮 くだ さい。

12指 名停止等 の基本 的事項

防衛省 等 か ら指名停 止 の措置 を受 けてい る期 間 中の者 につ いての基本的事

項 を定めます。

(1)大 臣官房 衛 生監 、 防衛 政 策 局長 、 防衛 装備 庁 長 官又 は陸上幕 僚長 か ら

「装備 品等及 び役務 の調 達 に係 る指名停 止等 の要領 」 に基 づ く指名停止 の

措 置 を受 けてい る期 間中の者 は、各 契約機 関で実施 され る競争 入札 に参加

す るこ とがで きませ ん。

(2)前 号 に よ り、現 に指名停 止 を受 けてい る者 と資本関係又 は人 的関係 のあ

る者 で あって、 当該者 と同種 の物 品の売買又 は製 造若 しくは役 務請負 につ

いて防衛省 と契約 を行 お うとす る者 は、各契約機 関で実施 され る競争入 札

に参加す るこ とがで きませ ん。

ここでい う 「資本 関係 又 は人 的関係 にあ る」場合 とは、次 に定 め る基準

のいずれ かに該 当す る場合 をいいます。

ア 資本 関係 があ る場合

次 の(ア)又は(イ)に該 当す る二者 の場合。 ただ し、(ア)につ いては子会社

(会社 法(平 成17年 法律 第86号)第2条 第3号 及 び会社 法施行規則

(平成18年 法務省令 第12号)第3条 の規定 に よる子 会社 をい う。 こ

の章 にお いて以下 同 じ。)又 は(イ)につい ては子 会社 の一方 が会社 更生法

(昭和27年 法律第172号)第2条 第7項 に規 定す る更正会社(以 下

「更 正会社 」 とい う。)又 は民事 再生法(平 成11年 法律 第225号)

第2条 第4号 に規定す る再生手続(以 下 「再生手続」 とい う。)が 存続

中の会社 であ る場合 を除 く。

(ア)親 会社(会 社法第2条 第4号 及 び会社法施行規則第3条 の規 定に よ

る親会社 をい う。以 下同 じ。)と 子会社 の関係 にあ る場合

(イ)親 会社 を同 じくす る子会社 同士の関係 にあ る場合

イ 人 的関係 にあ る場合

次 の(ア)又は(イ)に該 当す る二者 の場合。 ただ し、(ア)につ いては、更正

会社又 は再生手続存続 中の会社で ある場合 は除 く。

(ア)一 方 の会社 の役員(常 勤又 は非 常勤の取締役 、会計参 与、監査役 、

執行役員 、理事 、監事 その他 これ らに準ず る者 をいい、社外役員 は除

く。以 下の号において同 じ。)が 、他方 の会社 の役員 を現 に兼 ねてい
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る場合

(イ)一 方 の会社 の役員 が、他方 の会社 の会社 更正法第67条 第1項 又 は

民事再生法第64条 第2項 の規 定に よ り選任 され た管財人 を現 に兼 ね

てい る場合

ウ ア又はイ に掲 げ る場合 の ほか、資本構成 又 は人的構成 において関連 性

のあ る一方の会社 による落札 が他方 の会社 に係 る指名停 止等の措置の効

果 を事 実上減殺す るな ど、ア又はイ に掲げ る場合 と同視 し得 る資本 関係

又 は人 的関係 があ る と認 め られ る場合

(3)現 に指名 停止 を受 けて い る者 の下請負(下 請負 の届 出 に よる もの を除

く。)に つ いて は、認 めない もの と します。 ただ し、真 にやむ を得 ない事

由 を大臣官房衛 生監、防衛 政策 局長 又は防衛 装備 庁長官が認 めた場合 に

は、 この限 りではあ りませ ん。

第4章 契約の締結等

1契 約 の確 定時期

契約 は前述 の とお り原則 として予定価格 の制 限の範 囲 内において最低(売

払 いの場 合 は最 高)の 価 格で入札(見 積)さ れ た方 と締結す ること とな りま

す。 そ して、契約 の確定 時期 は双方 が契約書 に記名押 印 した時 とな ります。

2契 約書 の作成

(1)落 札者 は、契約 担 当官等か ら交付 された契約 書案 に記名 押印 し、落札決

定 の翌 日か ら起算 して7日 以 内(行 政機 関の休 日に関す る法律(昭 和63

年法律第91号)第1条 第1項 各号 に規 定す る行政機 関の休 日を含 まな

い。)に 、 これ を契約担 当官等 に提 出 しなけれ ばな りませ ん。

なお、契約担 当官等 の書 面 による承諾 を得て 、 この期 間を延 長す る こと

が できます。 また、落札者 が この契約 書案 を提 出 しない ときは、契約 を結

ばない落札者 と して、納付 した入札保 証金 は国庫 に帰属 し、入 札保証金 の

納付 を免 除 した場合 は、落札金 額 の100分 の5に 相 当す る金 額 の損 害賠

償 の請 求 を行 います。加 えて、競争契約 の参加対象 等 につ いて制 限を行 う

こ とが あ ります。

(2)基 本 的 には全 ての契約 について、契約 書の作成 をお願 い します。

ア 契約書 は次 に掲 げ るとお りとし、その部数 は2部 とな ります。 ただ

し、構成書類 につ いては、双方 の協議 で変 更す ることも可能 と します。

(ア)契 約書表紙

(イ)契 約条項
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契約条項 は基本契約条項 、特約条項及 び特別条項 があ ります。

(ウ)委 任状

(エ)仕 様 書等

(オ)そ の他 必要な書類

イ 作成要領

所 定欄 に記名 押 印 をお願 い します。 この際、1部 につい ては印紙税法

に定 める印紙 を貼付 け、 印章又 は署名 によ り印紙 を消す よ うお願 い しま

す。

(3)契 約書 作成 時、次 の特約条項 は、各条件 に該 当 した場合 、必ず契約書 に

付す こ ととな ります。

ア 全契約 に付す もの

(ア)談 合等 の不正行為 に関す る特約 条項

(イ)暴 力 団排 除 に関す る特約 条項

イ 原価計算方式 に よって予定価格 を算 定 してい る場合

(ア)資 料 の信頼性確保及 び制度調 査の実施 に関す る特約 条項

(イ)イ ンセ ンテ ィブ契約制度 に関す る特約 条項(た だ し、調査研 究契

約 、 ソフ トウェア作成請負 契約 、賃貸借 契約 、研 究委託 契約 その他 の

履行 に際 して加 工工程 を要 しない契約 を除 く。)

ウ 原価監査 を実施す る契約 の場合

原価監査付契約 に関す る特約条項

工 輸入 品等 に関す る契約 の場合

輸入 品等 に関す る契約 に係 る資料 の信 頼性確 保及 び輸 入調達調 査 の実

施 に関す る特約条項

3標 準契約書等

契約 書 は、契約 の内容 によって必 ず しも同一 では あ りませ んが、取 り扱 う

契約 の ほ とん どに適 用 し得 る 「標 準契約書」 を作成 し事務 の簡 素化 を図って

います。 特 に契約 の内容が特殊 な もの以外 は標準 契約 書 を使用 していただ き

ます。標準契約書 は事務室等 に備 え付 けてあ ります。 また、電子デ ータが陸

上 自衛 隊のホームペ ージに掲載 され ています。

4契 約保証金

公 告又 は入札通知 書若 しくは見積依 頼通知書 に よ り契約保証金 の納付 を免

除 してい る場合 を除 き、契約相 手方 は落札又 は商議成 立後速や か に契約保証

金 を納付 して くだ さい。契約保証金 の額 は契約金額 の100分 の10以 上

で、原則 として現金 としますが現金以外 の場合 は事前 に調整 して くだ さい。

契約上 の義務 を履行 され ない ときは、納付 された保証金 はお返 ししません。

別紙様式第5-1保 管金 提 出書
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別紙様式第5-2保 管金 受領 書

別紙様式第5-3保 管金 振込書、保管金領収証書

別紙様式第6-1保 険証券提 出書

別紙様式第6-2保 険証券受領 証書

別紙様式第7-1保 証事項 に関す る届 出

別紙様式第7-2契 約保 証金等 に関す る委任状

別紙様式第7-3契 約保 証金支払 に関す る連帯保証状

5前 金払

前金払 が ある場合 には、必要 な書類 を添付 して 、支払 を受 けよ うとす る 日

の50日 前まで に提 出 して くだ さい。

別紙様 式第10-1前 金払 申請 書

別紙様 式第10-2前 金払担保提 出書

別紙様 式第10-3前 金払担保提供免 除 申請書

別紙様 式第10-4前 金払使途 明細書

別紙様 式第10-5前 金払担保受領 書

6部 分払

(1)部 分払 を希望す る場合 には、協議 の上 、契約 書作成以 前 に部分払適用 申

請 書 を提 出 して契約担 当官等 の承認 を得 て 、部 分払 に関す る特約条項 を付

す もの とします。

(2)部 分払 に応 ず る契約金 額 は、原則 として1千5百 万円以上 の契約 としま

す。 ただ し、1千5百 万 円未満 の場 合で特別 な理 由があ る場合 には、契約

担 当官等 に申 し出て くだ さい。

(3)部 分払 は、分割 して納入 す るこ ととなってい る場合 とします。

(4)概 算契約 にお ける部 分払 の割合 は、納入既済部 分の80パ ーセ ン トを限

度 とします。 ただ し、請 求金額 が履行 完 了部分 の80パ ーセ ン ト以 内で あ

るこ との確認 を行 います。

(5)部 分払 の回数 は、契約 内容 を勘案 し定 めます。

別 紙様式第11部 分払適用 申請 書

第5章 契約の履行

1債 権の譲渡

契約の相手方が契約履行完了後 に防衛省 に対 して有する債権及び製造請負

契約、試作研究請負契約、研究委託契約又は役務請負契約に関 して、当該契

約 の履行完了前であって防衛省 との間で成立 している債権 として企業会計上
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適切 に計上 され た債権 に関 し、契約 の相 手方か らの 当該債権 の譲 渡 に関す る

申請及び承認 の手続 に関 して は次 の事項 を確認 して くだ さい。

(1)譲 渡の対象 とな る債権 の範 囲

この要領 にお ける譲渡 の承認 の対象 とな る債権 の範 囲は、次 の各 区分 に

従 い各号 に定め るところに よ ります。

ア 契約履行完 了後 の債権(以 下 「短期債権 」 とい う。)

契約 の相手方 が取得 す る確 定債権金 額5千 万 円以上 の債 権 の うち、契

約担 当官等又 はそ の補 助者 が受領検 査調 書の交付 を してい る もの であっ

て、代金の支払が行われてい ない もの

イ 契約履行完 了前 の債権(以 下 「長期債権 」 とい う。)

次 の各 号に該 当す る債権

(ア)契 約 担 当官等 が締 結 した1件1億 円以上 で あって、契約期 間 が2以

上の会計年 度 にわた る製 造請負 契約 、試 作研究請負 契約 、研究委 託契

約 又 は役務 請負 契約(た だ し、継続 して調達 を行 ってい る同一装備 品

又 は同一 目的 の研 究 にあ って は、履行 中の契約 を合 算 した額 が1億 円

以上 とな るもの を!含む。)に よるもの

(イ)工 事進行 基準(企 業会計原則 に基 づ く基 準 をい う。 以下 同 じ。)に

よ り、契約 相手 方の企 業会計上 の資産 と して計 上 され てい る債権 の額

(消費税及 び地 方消費税 を除 く。)で あ って 、会計監査 人 の承認 を得

てい るもの

(ウ)イ(イ)に 規 定す る承認 を得 てい る債権 の額 か ら既 前払金額 、既 部分払

額(こ れ らの額 の うち債権 の譲渡先へ 引き渡 され た ことが確認 できる

額 を除 く。)及 び既譲渡債権額 を控除 した額 を超 えない もの

(2)債 権譲渡 の条件 等

ア 債権 の譲 渡 は、個別 の契約 の債権 ご とに 申請 及び譲 渡す る こ ととし、

個別 の契約 の債権 を複数 と りま とめて一括 した債権 の譲渡 を行 わない

イ 債権譲受 人 は、債 権譲渡 先 の要件 に合致す る会社 と し、次 のいずれ か

に該 当す る会社 とします。

(ア)信 用力 の高い適格機 関投資 家(金 融 商 品取引法第2条 に規 定す る定

義 に関す る内閣府 令(平 成5年 大蔵 省令 第14号)第10条 の適 格機

関投資家 をい う。 以 下同 じ。)又 はその子会社(財 務諸 表等 の用 語、

様 式及 び作成方 法 に関す る規則(昭 和38年 大蔵省 令第59号)第8

条 第3項 の子会社 をい う。 以 下同 じ。)若 しくは関連会社(財 務 諸表

等 の用語 、様式及 び作成方 法 に関す る規則 第8条 第4項 の 関連会 社 を

い う。 以下同 じ。)で 次に該 当す る会社

a資 本 の額 が5億 円以 上又 は最 終 の貸 借対 照表 の負 債 の部 に計上 し
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た金 額 の合計額 が200億 円以 上で あ る会社 で 、株 式 会社 の監査等

に関す る商法 の特例 に関す る法律(昭 和49年 法律 第22号)第2

条 に規 定す る監査役 の監査 の ほか、会 計監査 人 の監査 を受 けてい る

会社

b格 付機 関に よ りAラ ンク以上(短 期 債務格 付 の場合 はAラ ンク相

当以上)の 格付 を受 けてい る会社

(イ)適 格機 関投資 家の子会社 又 は関連会社(前 号(ア)の会社 に当た らない

場 合 に限 る。)で 、次 に該 当す る会社又 は特別 目的会社(財 務諸 表等

の用語 、様 式及 び作成方 法 に関す る規則 第8条 第7項 の特別 目的会社

で、資産 の流動化 に関す る法律(平 成10年 法律 第105号)第2条

第3項 に規 定 され る特 定 目的会社 及び事 業 内容 の変更 が制 限 され てい

るこれ と同様 の事業 を営む事業 体 をい う。以 下同 じ。)で 、次 のaに

該 当す る会社

aイ(ア)の 適格機 関投資家 との間で業務契約 を締結 して債権 の流動化

の業務 を極 めて緊密 に提携 して実施 してい るこ とが確認 され、流動性

の補完等 を内容 とす る契約 を締結 してい る会社

b格 付機 関に よ りAラ ンク以 上(短 期 債務 格付 の場合 はAラ ンク相

当以上)の 格付 を受 けてい る会社

ウ 債権 の譲 渡 の承認 に よって、譲渡債 権 に係 る契約 の契約 条項(当 該条

項 に よる変 更契約 に係 る もの を含 む。)に 基づ く契約担 当官等 の契約相

手方 に対す る権 利及 び契約相 手方 に対 し有す る抗 弁権 に一切影響 を及 ぼ

さない よ うに して くだ さい。 また 、特約 条項 を含 めた契約 条項 上 の契約

相 手方 の責任 が一切軽 減 され るものでは あ りませ ん ので ご注意 くだ さい。

工 契約 の相 手方及 び債 権譲 受人 は、債 権 の譲 渡 に係 る承認 申請 の要件及

び 契約 担 当官等 に よる承認 の諸 条件 に合 意 して債 権 を譲渡 及び譲 受す る

こ ととし、契約 担 当官 等 に対 して譲渡 対象債権 に係 る契約 の契約 条項以

外 の責任 を求 めない よ うに して くだ さい。

オ 契約 の相 手方及 び債 権譲 受人 は、譲 渡 の対象 とな る債 権 を担保 として

証券 等 を発行 す る場合 には、譲 渡 の対象 とな る債 権 の内容 につ いて証券

等販 売相手方及 び流動 性補完 契約等 の相 手方 に周知 させ るよ う努 めて く

だ さい(長 期債権)。

(3)短 期債権 の譲渡 に係 る承認 手続

ア 申請等 の提 出等

短期債権 の譲渡 につい て承認 を受 ける場合 には、短期 債権譲 渡承認 申

請書 に必要 な書類 を添付 して提 出 し、承認 を受 けて くだ さい。

別紙様式第12-1短 期債権譲渡承認 申請書
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別紙様式第12-2短 期債権譲渡申請添付書類

別紙様式第12-3短 期債権譲渡先に関す る質問及び回答

別紙様式第12-4短 期譲渡対象債権の特定に関す る確認書

イ 審査及び決定

当該短期債権譲渡承認 申請書を受理 した場合 には、申請内容が承認に

必要な要件 を満 たしているものか、債権 の譲渡 を行っても契約の履行に

支障がないものか、紛争を未然 に防止する措置が講 じられているものか

否かについて審査を行います。

別紙様式第12-5短 期債権譲渡確認事項

ウ 審査後の措置

イの規定によ り債権の譲渡の承認 を決定 した場合には、速やかに契約

の相手方に通知 します。ただ し、債権の譲渡の承認 を否 とするときは、

その理由について契約の相手方 に申請書等を受理 した 日か らおおむね1

週間以内に通知 します。当該期間以内に通知できない場合は、その旨を

契約の相手方に通知 します。

別紙様式第12-6短 期債権譲渡承認書

(4)長 期債権の譲渡 に係 る承認手続

ア 申請書の提出等

長期債権の譲渡について承認 を受 ける場合 には、長期債権譲渡承認 申

請書に必要な書類を添付 して提出し、承認を受けてください。

別紙様式第12-7長 期債権譲渡承認 申請書

別紙様式第12-8長 期債権譲渡申請添付書類

別紙様式第12-9長 期債権譲渡先に関す る質問及び回答

別紙様式第12-10長 期譲渡対象債権の特定に関す る確認書

別紙様式第12-11譲 渡対象債権の特定に関す る同意書

イ 審査及び決定

当該長期債権譲渡 申請書 を受理 した場合には、申請内容が承認 に必要

な要件 を満た しているものか、債権の譲渡を行 って も契約の履行 に支障

がないものか、紛争 を未然に防止す る措置が講 じられているものか否か

について審査を行います。

別紙様式第12-12長 期債権譲渡確認事項

ウ 審査後の措置

イの規定によ り債権の譲渡の承認 を決定 した場合には、速やかに契約

の相手方に通知 します。ただ し、債権の譲渡の承認 を否 とするときは、

その理由について契約の相手方 に申請書等を受理 した 日か らおおむね1

週間以内に通知 します。当該期間以内に通知できない場合 は、その旨を
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契約 の相手方 に通知 します。

別紙様式第12-13長 期債権譲渡承認書

2契 約 に関す る変 更

(1)契 約 に関 し変更 を必要 とす る場合 は、変更契約 書 を作成 して くだ さい。

(2)契 約 の 相 手 方 は 、次 の ア ～ オ に掲 げ る事 項 を変 更 す る場 合 に は 、

契 約 の変 更の手続 きを要 しませ んが、契約 に関す る変更届(別 紙様 式第

43)を 契約担 当官等 に提 出 して くだ さい。

ア 相 手方 が法人 であ る場合 にお ける当該 法人の代 表者 又は代表者 の役職

名

イ 受任者(代 理人)又 は受任者(代 理人)の 役職名

ウ 相手方 の住所又 は所在地

工 相手方 の使用 印鑑

オ 相手方 の商 号(法 人格 を変 更す るものを除 く。)

別紙様 式第43

3担 保物件 の設定

抵 当権 、質権そ の他 の担保物件(以 下 「担 保物件 」 とい う。)の 設定 が契

約 書 に よ り禁止 され てい る場合 の ほか、契約 物 品について担保物件 を設定 し

よ うとす る ときは、 あ らか じめ次の事項 を明 らか に した書類 を契約 担 当官等

に提出 し、承認 を受 けて くだ さい。

(1)

(2)

(3)

担保物件の設定を必要 とする理 由

設定 しようとす る担保物件の種類、内容及び範囲並びに担保権者の名称

その他必要 と認 める事項

別紙様式第13担 保設定承諾依頼書

4担 保物件を設定 した場合の提出書類

上記の規定により契約担当官等の承認を受 けて担保物件を設定 した場合に

は速やかに次の書類を提出してください。

(1)担 保物件の種類、内容、範囲等を証する書類

ア 履歴事項全部証明書

イ 契約保証金等に関す る委任状

ウ 契約一覧表

別紙様式第7-2契 約保証金等に関する委任状

別紙様式第14契 約一覧表

(2)そ の他必要 として求められた書類

5納 入計画書

締結 された契約 について、契約書に基づき契約担 当官等 か ら納入計画書

(工程表 を含む。)の 提出を求め られた ときは速やかに作成 し提出 して くだ
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さい。

別紙様式 第15(製 造 ・役務 ・売 買)納 入計画 書の提 出について

6下 請負 の 申請

(1)契 約 書又 は仕様 書等 において、特別 に定 めたほか、契約 物品の全部又は

主要部分 の製造 、組 立、改造 、改修又 は修理等(以 下 「製造等 」 とい

う。)を 第 三者 に請 け負 わせ よ うとす る場合 は、下請負承認 申請 書 を契約

担 当官等 に提 出 し承認 を受 けて くだ さい。

なお、秘密 に関わ る ものについ ては、下請負 の承認 申請 に際 し誓約書 を

添付 し提 出 して くだ さい。

別 紙様式第16-1下 請負承認 申請(届 出)書(承 認書)

別紙 様式第16-2秘 密 に関わ る下請負 について(申 請)

別紙 様式第16-3誓 約 書

(2)契 約物 品の主要部分

前号 に示 した契約物 品の主要部分 とは、次 に掲 げ るもの をいいます。

ア 契約物 品の特定物 品に係 る製 造等 に必要 な技術 又 は生産設備 を有 して

い るこ とが、随意 契約 の相手方又 は指名 競争 の参加 者 に選 定 した理 由 と

なってい る場合 の当該特定部分

イ ア に規 定す る特定部分以外 の部分 につ いての技術又 は生産 設備 を有 し

ていない場合 において、契約担 当官等が契約 の履行 を確保す るた め特 に

承認 を必要 と認 め る場合 の当該部分

ウ ア、イ の場合 の ほか、契約 担 当官等 が特 に必要 と認 め る場合 の当該部

分

(3)下 請負 申請 書の省 略

当該 年度 に同種 契約物 品の契約 実績 があ り、下請負承認 を受 けてい る場

合 で、同 じ下請会社 を使 用す る契約 につい ては、下請負 申請 を省 略す る こ

とがで きるもの と し、そ の場合 は、承認 を受 けた下請負承認 書の写 しを提

出 して くだ さい。

7下 請負 の届 出

契約 物 品の主要部 分で ない部分 の製 造等 を第 三者 に請 け負 わせ る場合 は、

下請負届 出書 を契約担 当官等 に提 出 して くだ さい。 契約 物 品の主要部分で な

い部分 とは、前項第2号 の場合 を除 き監督又 は検 査 を行 うこ とと定 め られ て

い る部分 をいいます。

別紙様式第16-1下 請 負承認 申請(届 出)書(承 認 書)

別紙様式第16-2秘 密 に関わる下請負 につ いて(申 請)

別紙様式第16-3誓 約 書

8代 理人 の届 出
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(1)契 約 の履行 に関す る事務 の全部又 は一部 を行 わせ るため代理 人 を選任す

る場合 は、次の事項 を明 らか に した書類 を契約担 当官等 に提 出 して くだ さ

い 。

ア 代理人 の名称

イ 代理人 の行 う事務 の範 囲

ウ その他必要 な事項

別紙様式第2-1委 任 状(入 札等)

別紙様式第2-2委 任 状

別紙様式第14契 約 一覧表

別紙様式第17競 争 参加 資格等 に関す る届 出書

別紙様式第18銀 行振 込依頼書

別紙様式第19コ ンプ ライア ンス要求事項確認書

(2)前1号 でい う代理人 とは、 当該契約 の履行 に関 し、契約 担 当官等 に対 し

て なすべ き行為 として定 め られ てい る協議 、承認 の 申請 、届 出等 の事務 の

全部 又は一部 を契約相 手方に代 わって行 う者 をいいます。

9作 業員名簿

仕様 書等 に よって、作業員名 簿又は技術者(派 遣員)名 簿 を提 出 しよ うと

す る場合 は、次 に掲 げ る手続 に従 って くだ さい。

(1)作 成及 び提 出要領

仕様 書等 の定 め書 き及びその他 の提 出要領 に従 って くだ さい。

(2)提 出時期

特 に指示 した場合 及び特別 な理 由があ る場合 を除 き、契約締 結後速や か

に提 出 して くだ さい。

別紙 様式第20作 業員名簿

別紙 様式第21技 術者(派 遣員)名 簿

10仕 様書等 の疑義

仕様 書等 につ いて疑義 が生 じた場合 には、説 明 を求 めて くだ さい。 この場

合 、当該説 明 が文書 において な され るよ う要求す る ときは、速や か に、 当該

事項 を明 らか に した書類 を契約担 当官等 に提 出 し、疑義 の申 し出 を して くだ

さい。 この場合 において 当該疑義 が製 造等 に重大 な影 響 を及 ぼす と認 め られ

るときは協議 の上 、製造等 を中止す る場合 があ ります。

別紙様 式第22伺 い書

11承 認用 図面等

契約 条項又 は仕様 書 によ り、承認 を受 け るため、図面、見本又 は図書(以

下 「承認 用図面等 」 とい う。)を 提 出 しよ うとす る場 合 は次 に掲 げ る手続 に

従 って くだ さい。



21

(1)作 成及 び提 出要領

仕様 書の定 め書 き及びそ の他 の提 出要領 に従 って くだ さい。

(2)提 出時期

特 に指示 した場合及び特別 な理 由があ る場合 を除 き、契約締 結後速や か

に提 出 して くだ さい。

(3)留 意事項

承認 用図面等 に係 る承認 は、仕様 書で要求 した事項 を変 更す るものでは

あ りません。 したがいま して、仕様書 に反す るものは認 め られ ませ ん。

別 紙様式第23承 認願書

12要 役務箇所 の届 出

役務(修 理 、改造 、改修 、整備 、組 立等 をい う。 以下 同 じ。)請 負契約 に

お いて、契約書及 び仕様 書等 に定め る役 務箇所以外 につい て役務 を行 うべ き

箇所 が ある場合 には、書面 を もって届 け出て くだ さい。 この場合 、 当該役務

に係 る見積書 を提 出 して くだ さい。

13役 務対象物 品の引き渡 し又 は官給 品等 の支給及 び貸付等

(1)契 約 書及 び仕 様 書 の定 め る とこ ろに従 い役 務 の対 象 とな る物 品(以 下

「役 務対象物 品」 とい う。)の 引き渡 し又 は官 給品及び貸付 品(以 下 「官

給品等」 とい う。)の 支 給及び貸付 を受 け よ うとす る場合 は、契約担 当官

等 に申 し出て、 これに関す る指 示 を受 けて くだ さい。

(2)契 約書及 び仕 様書 に定 め られ ていないが 、官 給又 は借受 の請 求が でき る

と契約条項等 で定 め られ てい る場合 は、 申 し出 を して官給 品等 を受領 して

くだ さい。

別紙 様式第24官 給 申請 書(官 給 回答 書)

別紙様式第25借 受 申請書(借 受 回答書)

別紙様式第26受 領 書

(3)当 該 契約 において役務 対象物 品又は官給品等 に関 し、損 害保 険 を付 す こ

とが条件 となってい る場合 、必要 な手続 を実施 して くだ さい。

(4)部 隊又は機 関の物品管理 官か ら役務 対象物 品又は官給品等 を受 けた とき

は、 これ と引換 えに受領書 を物 品管理官 に提 出 して くだ さい。

(5)出 納及 び保 管

ア 役務対象物 品又 は官給 品等 の引き渡 しを受 けた ときは、 これ を善良な

る管理者 の注意 をもって保管 して くだ さい。 この場合 におい て、 出納及

び保管 の帳簿 を備 え、常 にそ の状況 を明 らか に しておいて くだ さい。

イ 役務対象物 品又 は官給 品等 の引き渡 しを受 けた ときは、当該契約 の 目

的以外 に使 用又 は利 用す るこ とはで きません。ただ し承認 を得た場合 に

はこの限 りで はあ りません。
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(6)返 還

ア 次のいずれ か に該 当す る ときは速や か に物 品管理 官 に返還 して くだ さ

い 。

(ア)役 務対象物 品か ら取 り外 し等の結果 余剰 物品が生 じた とき。

(イ)契 約履行 中 に官給品等の全 部又は一部が不用 になった とき。

(ウ)貸 付 品の貸付期 限が到来 した とき。

イ ア のいず れか に該 当 し当該 物 品を返還 しよ うとす る ときは、返 品書 ・

材料使 用 明細書 を作成 の上 、 当該返還 品 に係 る返 品書 ・材 料使 用明細書

に物 品管理 官の確認 を受 けた後、契約 担 当官等 に写 しを提 出 して くだ さ

い 。

ウ ア及び イの規定 にか かわ らず航空機 等 の契約 に係 る もので契約 担 当官

等 に提 出す る材 料使用 明細 書 につ いては、確認 済み で契約 相 手方作成 の

電計処理帳票 で足 ります。

別紙様式第27返 品書 ・材料使用 明細書

(7)著 作権等 の処理

著作権、 工業所 有権等 をめ ぐる紛 争 が起 きた場合 は、 陸上 自衛 隊 では責

任 を負 わない こととしています。

14監 督及び検査 の手続

(1)契 約条項 の定 める ところに従 い、監督(下 請負者 に係 る監督 を含む。)

を受 け よ うとす る場合 には、特 に示 す場合 を除 き、製 造等 の契約 に着 手す

る前に、監督 申請 書 を提 出 して くだ さい。

別紙 様式第28完 成検査(監 督)申 請 書(完 成検査(監 督)指 令書)

(2)提 出期 日は、原則 と して監督及 び完成検査 を行 う場合 にあって は、監督

申請書 と同時 とします。 また、完成検 査 のみ を行 う場合 にあ って は、完成

検査希 望 日の15日 前までに提 出 して くだ さい。

(3)監 督及 び検査 の実施

ア 監 督

契約 の履行途 中にお いて履行 の立会 い、工程 管理 な ど契約 相手方 に対

して指 示等 を行 い、契約 の 目的が実現 され るよ う処理す る行 為 を監督 と

いい、 これ を実施す るた め、契約担 当官等 の補助者 として監督 官が 置か

れ ています。監督 官は原則 と して工事、製造 その他 の請負契約 につ いて

義務 づ け られ てお りますが 、請負 以外 の契約 で も必要 に応 じて行 うこと

があ ります。 また、常時継続 的に行 われ る契約等 につ いては、監督官 を

契約相 手方 の工場 、事業所等 に常駐 させ る場合 と、必要 の都度 、 ある期

間内で技術、原価 上の調査監督 を行 う場合 があ ります が、具 体的 には契

約 時において明 らかに します。
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イ 検 査

契約 を履行 し契約物 品を納入 す る ときに品質、数量等 を確認 す る行為

を検査 といい 、 これ を実施す るた め監督官 と同様 、契約担 当官等 の補助

者 として検査官 が置 かれ ています。

(ア)部 分検査

検査 は通 常契約 の全部 が履行 され た ときに行 うことにな って います

が、部分払 の特約 があ る場合 は既済部分 につ いての検査 を実施 します。

(イ)検 査 の時期

検査 は契約 の給付完 了の届 出を受理 した 日か ら、工事 については

14日 以内、そ の他 の給付 につい ては10日 以 内の 日に行 うこ とに

なってい ます。検査 が契約相 手方の工場等 で実施す るこ ととなってい

る場合 は、検査 実施 希望 日の15日 前 までに完成検査 申請 書(監 督 を

伴 う完成検 査 を除 く。)を 提 出 していた だ くこ とになっています ので、

納期等 との 関係 を考慮 して早期 に完成 検査 申請 書 を提 出 して くだ さい。

別 紙様式第28完 成検 査(監 督)申 請書(完 成検査(監 督)指 令 書)

(ウ)受 検 準備

検査 を契約相手方 の工場等 で行 うか どうか は、契約 の内容 に応 じて

それぞれ検査 官か ら示 します が、通常 は次 の よ うな ものが立会検査 を

必 要 とす るものです。

a

b

C

d

e

f

仕様書等で検査場所が部隊外 と定められているもの

物品の性質により試験を必要 とす るもの

納地が、各契約機関以外の場合

修理契約の場合

内蔵部分を有する物品で完成後は分解不能のもの

その他特に必有なもの

契約締結後速やかに検査官 と調整 し検査場所等の指示 を受けてく

だ さい。

検 査 を工場等 で行 うときは、通常次の準備 が必 要です。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

検査設備、機器等(検 定合格品)

検査の立会

検査物品の展開及び収納

仕様書及び図面

試験データ

検査 に合格 したときは、合格事項 につき検査官が発行する完成

検査合 格証 を受領 し、次 の検 査(納 入 時等)の とき にこれ を提 出

して くだ さい。
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別紙様式第29完 成 検査合格証

(エ)検 査及び納入

契約 物品 の納入 時にお ける検査(以 下 「受領検査 」 とい う。)は 、

通 常納入時 において実施 します が、そ の内容 は工場等 において 品質検

査 を行 った もの を除 き、 品質及 び数量 の確認 です。 したが って 、納入

に際 し次の点 に留 意 して くだ さい。

a納 入 は契約物 品に納 品書 を添付 して物 品管理官 に届 け出、 これ を

受理 され た ときが納入 の 日とな ります。納 品書は3部 提 出です。

b納 品書 は明確 に記入 し、納入 の都度(分 割納入 の場合 は分割 した

内容 ご と)提 出 して くだ さい。

c納 入 物 品(包 装)の 中に納 品書 を封入 して提 出す る と納 品書 の迅

速 な処理 ができない ほか、再 包装 の問題 を生 じます ので絶対 に納入

物 品の 中に入れ ない よ うにお願 い します。

d受 領検 査 は立会 の有 無 にかかわ らず行 い ます が、立会 しなかった

場合 、そ の検査結 果 につ いて異議 を申 し立て られ て も受 理 しない の

で、後 日紛争 が生 じない よ う努 めて立会 して くだ さい。

また、宅配便等利 用 の場合 は、宛先 を確 実 に明記 して くだ さい。

e包 装表示 は、外装及 び内装 ともに必 要事項 を正確 に記 入 し、包装

ご とに確 実 に表示 して くだ さい。

f大 物及び一括多 量に納入す る場合 は、事前 に検査 官 と調整 して く

だ さい。

g納 入 は、仕様 書 において特に指 定のない限 り、新 品 による納入 と

してい ます。 した がって、仕様書 をよ く確認 して くだ さい。

h取 扱説 明書 を必要 とす る場合 は、仕様 書で定 め られた部数 を納入

物品 と同梱 して くだ さい。

別紙様 式第30-1糧 食納 品書 ・(受 領)検 査調 書

別紙様 式第30-2納 品書 ・(受 領)検 査調 書

15標 準外作業(費)見 積書 の提 出

標 準内外作業方 式契約 の場合 、標 準作業表 に よる点検計測作 業終了後 、標

準外 作業 に必要 な所 要工数、部 品、材 料等 につ いて標 準外(追 加)作 業(費)

見積 書 を作成 し、監督 官 の確認 を得 て指定 され た期 日まで に提 出 して くだ さ

い 。

別紙様式第31標 準外(追 加)作 業(費)見 積書

16作 業記録表 の提 出

役務 請負契約 の場 合、 日々の役務 の実施 につ いて作業記録表 を作成 し、監

督官 の確認 を受 けて くだ さい。
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別紙様式第32作 業記録表(役 務完了調書)

17整 備診断明細書の提出

整備診断方式契約の場合、契約履行期限内に要修理箇所及び要交換箇所 を

診断 して、整備診断明細書を提出 してください。

別紙様式第33整 備診断明細書

第6章 契約の事故

1値 引納入

(1)契 約 相手方 の手違い等 か ら納入 物品の規格 が若 干相 違 したた め、不合格

となった物 品につ いて、契約相手方 か ら値 引納入 の 申請 が提 出 され た場

合 、次 のいず れか の事 項 に該 当す る もの に限 り相 当額 を値 引 して受領す る

場合 があ ります。

ア 不備 の度合 が僅少 で使用 上支 障がない とされ る場合

イ 緊急 に当該物 品を必要 とす る場合

別紙様式第34-1値 引納入 申請書

別紙様式第34-2値 引受領 通知書

(2)値 引額 の算 定は、契約担 当官等 が算定 し、その額 を示 します ので異議 が

あ る場合 は、指 定 され た期 限まで に異議 を 申 し立てて くだ さい。 も し期 限

まで に異議 申 し立てが ない場合 は、承諾 され た もの として処理す る ことに

な ります。

2不 合格 品等 の処理

(1)検 査 の結果 、不合格 とな った場合 は、速や か に良品 と引換 え又 は修理 等

を実施 して再検査 を受 けて くだ さい。

(2)不 合格 品 を指定 され た期限 内に引 き取 らない場合 、 当該不合格 品 を適 当

な場所 に移 し、又 は他 に委託 して保 管 させ るこ とにな ります が、 これ に要

す る費用は全 て契約相 手方の負 担 とな ります。

(3)過 納 品 について も不合格 の処理 に準 じます。

3履 行延期

や む を得 ない事 由によ り履行 が遅延 す る場合又 は遅延 が見込 まれ る場合 に

は、速や か に連絡 してそ の承認 を受 けて くだ さい。 無断 の遅延 は陸上 自衛 隊

の業務 に重大 な支 障 を及 ぼす だけでな く契約相手方 の誠意 も疑われ 、業者指

名 の制 限等 に もつ なが ります ので特 に留意 して くだ さい。

(1)無 償 の履行延期

天災地変 、その他契約相手方 の責 に帰 し難 い理 由に よ り履行遅延す る場
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合 は、納期前 にその理 由を詳記 して履行延期 を申請 して くだ さい。契約相

手方 が これ らの事 由を通 常の注意義務 に よって予 見でき、あ るいは予 見で

きたが相 当の措置 を とらなかった場合等 を除き、真 に契約相手方 の責 に帰

すべ きでない と認 めた場合 は、無償 で納期 を遅延す るこ ととな ります。

(2)有 償 の履行延期

契約相手方 の責 に帰すべ き理 由に よって履行延期 となった場合 は、納期

の翌 日か ら起算 して納入 の 日までの遅延 日数 に応 じて遅延部分 につ いて契

約条項 に定め る遅滞料 を徴収 します。遅滞料 の徴収 は通 常代金支払 の とき

に契約金額 と相殺 します。

別紙様式第35-1契 約履行延期(解 除)申 請書

別紙様式第35-3遅 滞料(違 約金)徴 収判 定書

4契 約締結 の辞退

(1)契 約締結辞退 の 申請

落 札者 等(随 意 契約 の契約相 手方 と して決 定 した者 を含 む。 以下 同 じ。)

が契約締 結 を辞退す る場合 は、速や かに契約辞退 申立書 を提 出 して くだ さ

い 。

別紙 様式第35-2契 約辞退 申立書

(2)違 約金 の徴収

落 札者 等 が契約 締結 に応 じない場合 は、違約金(落 札金額 の5パ ーセ ン

ト)を 徴収 します。

別紙 様式第35-3遅 滞料(違 約金)徴 収判 定書

5納 入物 品等 の契約不適合

納入 物 品等 に契約 不適合(納 入 され た契約物 品が種類 、品質又 は数量 に関

して契約 の 内容 に適合 しない ものをい う。)が ある場合 の処理 につ いては、

契約条項 で明確 に します が、次 の点につ いて特 に留意 して くだ さい。

(1)保 証期 間

保 証期 間 につ いて 当該物 品の契約 に使 用 した契約 書、仕様書 等 にそれ ぞ

れ異 な る保 証期 間 を定 めてあ る場合 は、特約 のない限 り長期 の定 めを した

期間 を適用 します。

(2)契 約 不適合 の判 定

保 証期 間 内に不具合個所 が発 生 した場合 は、その不具合 が契約不適合 に

該 当す るか否かの判定 は契約担 当官等 が調査 し決定 します。

(3)契 約 不適合 の判 定に対 す る処理

前 号 によ る調査 の結果 契約 不適合 に該 当す る と判定 され た場合 は、所 要

の事項 を記入 した契約不適合修 補請 求書 を送付 します。 当該請 求 に対 し、

承諾 され る場合 は契約 不適合修 補等承諾 書 を、異議 が あ る場合 は異議 申立
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書 をそれぞれ指定期限まで に提 出 して くだ さい。

別紙 様式第36-1契 約不適合修補請 求書

別紙 様式第36-2契 約不適合修補 等承諾書

(4)契 約不適合修補等 の費用

契約不適合修補 等(新 品 との交換 を含 む。)は 速や かに実施 して いただ

きます が、 これ に要す る費用 は契約金額 に含 まれ るもの とします。

(5)契 約 不適合修補 の完 了

契約 不適合修補 が完 了 した場合 は、契約 不適合修 補確認 申請 書 を提 出 し

て くだ さい。物 品等 の納入 に 当た っては、契約担 当官等 に確認 をお願 い し

ます。 また、物品等 の納入 の際 は、修補完了届 の提 出をお願 い します。

別 紙様 式第36-3契 約 不適 合修補 確認 申請書(修 補(品 質 ・受領)

確認 指令書)

別紙 様式第36-4修 補完 了届(修 補 完了確認 書)

(6)契 約 不適合修補 等の期 間

契約 不適合修補 等 の期 間内に修補 等 が完 了 しない ときは、一般 の契約 に

準 じて契約書 に定 め られた遅滞料 を徴収す るこ とにな ります ので 、 ご注意

くだ さい。

6契 約 の解 除

契約 締結後 において、事情 の変更、外部要 因等 によって契約 の一部又 は全

部 を解 除せ ざるを得 ない場合 があ ります。 この よ うな場合 は契約 条項 の定 め

に従 って事務処理 を します が、その原 因に よって取扱 いが異なって きます。

(1)無 償 の契約解 除

天災地変 、その他契約相手方 の責 に帰 さない理 由で契約 を解 除せ ざるを

得 な くな った場合 は、契約相 手方 は損害賠償 をす るこ とな く無償で契約 を

解 除で きます。 しか し、 その原 因 につい て 当然 要求 され る注意義務 を怠 っ

た こ とによる契約解 除 の場合 は無償 で契約解 除はで きませ ん。 また 、契約

相 手方 は、そ の責に帰 さない理 由を立証す る詳 細 な資料 を提 出 して くだ さ

い。 したが って、無償 で契約 を解 除で きる場合 は ご く稀 な場合 に限定 され

ます。

(2)有 償 の契約解 除

前号以外 は全 て有償 の契約解 除 とな り、契約 相手方 は損 害 を負担す るこ

とにな ります。

(3)契 約解 除の 申請

契約 の解 除を必要 とす る事 態が発 生 した場合 は 、速や か に契約解 除 申請

書 を提 出 して くだ さい。

(4)違 約金 の徴収
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ア 有償で契約 を解除 した場合は、契約書等で約定 した違約金及び実際の

損害額を徴収 します。

イ 虚偽の資料提出に対す る違約金等の支払

契約の相手方 は、資料の信頼性確保に関す る特約条項に基づき行われ

る調査のあと、虚偽の資料の提出及び提示が確認 された場合 には、当該

約定に基づき違約金等を支払っていただきます。

別紙様式第35-1契 約履行延期(解 除)申 請書

別紙様式第35-3遅 滞料(違 約金)徴 収判定書

第7章 支 払

1代 金 の支払

契約 条項 に定 め る ところに従 って代 金 の支払 を請 求 され る ときは、所定 の

請求書 を提 出 して くだ さい。

別紙様式第37請 求書

2銀 行振込依頼書 の提 出

各 契約機 関において、初 めて契約 を され た方 は、銀 行振込依頼 書 を提 出 し

て くだ さい。

なお、以前 に提 出 され た方 において も、銀行 振込依頼書 の記載 内容 に変 更

があった場合 は、再度 速や かに提 出 して くだ さい。細部 は、第1章 第3項 を

参照 して くだ さい。

3請 求書 の確認

支払 に 当た っては、支払 関係 書類 に よ り速や かに行 い ます ので、請 求書は

必ず次 の事項 を確認 の上、提 出 して くだ さい。

(1)請 求書 に押印 がな されてい る場合 、使用 印鑑 が登録 印鑑 と相 違 していな

いか、 また、印影 が不鮮 明で ないか。押 印 を省 略す る場合 には担 当者名 及

び連絡先 が記載 されてい るか。

(2)品 名 、規格 、数 量、単価 、金額 等が契約履行 内容 と合 致 してい るか。

別 紙様式第37請 求書

第8章 雑 則

1書 類 の提 出先

第7章 までに記載 した書類 の提 出書類 の一 覧は、別紙第1の とお りです。

別紙第1主 要書類提 出等先一覧表
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2調 達 にかかわ る事故 防止

事 故防止 は、陸上 自衛 隊 としては最 も留意 してい る ところであ ります。調

達職員 に金銭事故 が発 生 します と、双 方 とも刑法 上の処分 を受 けるの はもち

ろんです が、事後官公 庁 との契約 は一切禁止 され るこ とにな ります ので厳 に

注意 して くだ さい。

3苦 情 の処理

契約 の履行 中又 は履行完 了後 において、 当該契約 に関 し、支 障又 は苦情 が

あ るときは、その 旨を書 面で契約担 当官等 に 申 し出て くだ さい。

なお 、苦情等 の 申 し出に対 して事後不利 な取扱 い をす る よ うな こ とは全 く

あ りません。

4暴 力 団排 除に関す る特約条項 に基づ く報告

暴 力団排除 に関す る特約条項 第6条 に規 定す る暴力団、暴力 団員、社会運

動 ・政 治運動標 ぼ うゴロ等 の反社会 的勢力 か ら不 当請 求又 は業者妨 害等 の不

当介入 を受 けた場合 の契約担 当官等 への報告 は、別紙様 式第38を 用いて報

告 して くだ さい。

別紙様式第38排 除対象者 による不 当介入 の概要

5サ プ ライ チェー ン リスク対応

(1)仕 様書等 に規 定す る場合 を除き、納 品す るカタ ログ品は、情報 の漏 えい

若 しくは破壊又 は機能 の不正 な停止 、暴 走その他 の障害等 の リス ク(未 発

見 の意 図せ ざる脆弱性 を除 く。)が 潜在す ると契約 の相 手方 が知 り、又 は

知 り得 るべ き ソース コー ド、プ ログラム、電子部 品、機 器等 の埋込 み又 は

組込み その他官 の意 図せ ざる変 更が行 われ ていない ものでな けれ ばな らな

い もの と します。

(2)第3章 第3項 又 は同第10項 第1号 ア(ウ)に 基 づ き、同等 品判 定依頼 書

を提 出 した場合 において、 同等 品 として 申請 された ものの うち、サ プライ

チェー ン ・リス クの懸 念 があ ると判 断 され た もの は同等 品 と して認 め られ

ませ ん。

(3)使 用予定機器 等 リス ト又 は役 務再委託 予定先 リス トの提 出 を求 め られ た

場合 に、所定 の提 出期 限 までに提 出 され ない場合 は入 札参加 要件 を満 た さ

ない もの とします。 また、契約担 当官等 の指摘 によ り、使用 予定機 器等 リ

ス ト又 は役務再委託 予定先 リス トの修正そ の他 の必要 な措置 を求 め られ た

場合 に、所定 の時期 まで に当該措 置が な され ない場合 も、入札 参加 要件 を

満 た さない もの とします。

6秘 密 の保全等

(1)契 約 の相 手方 は、契約 条項 に定め る場合 のほか、次 に掲 げ る特約条項 そ

の他 の秘密 の保護 等 に関す る特約条 項が添付 されてい る場合 には、 当該特
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約条 項の定め る ところによ り秘密 の保 全 に万全 を期 さな ければな りませ

ん。

ア 特別 防衛秘密 の保護 に関す る特約条項

イ 特定秘密 の保護 に関す る特約条項

ウ 秘密保全 に関す る特約条項

(2)秘 密文 書の複 製等 、秘密 物件 の下請等 の許 可の手続 につ いては 、契約 担

当官等の指示 に従 って行 わな ければな りませ ん。

7装 備 品等及び役務 の調達 にお いて契約 に付 した 「装備 品等 の調 達 に係 る秘

密保全対 策ガイ ドライ ン」又 は 「調 達 にお け る情報セ キュ リテ ィ基準 」に よ

る報告

(1)「 装備 品等 の調達 に係 る秘密保全対策 ガイ ドライ ン」(以 下 「ガイ ドラ

イ ン」 とい う。)第9(1)又 は 「調達 にお ける情報セ キ ュ リテ ィ基 準」

(以下 「情報セ キ ュ リテ ィ基 準」 とい う。)第12(1)に 規 定す る秘密 の

漏 えい、紛失 、破壊等 の事故又 は保護すべ き情報 の漏 えい、紛失 、破壊等

の事故 が発生 した とき、発生す る可能性 があ るとき又 は将来発 生す る懸念

があ るときは、次 の区分等 に よ り報告 して くだ さい。

ア ガイ ドライ ン第9(1)関 連

(ア)秘 密 の漏 えい 、紛 失、破壊 等 の事 故が発生 した とき(そ れ らの疑 い

又 はおそれが ある ときを含 む。 以下同 じ。)

把握 し得 る限 りの全て の内容 を直 ちに報告

(イ)秘 密 の漏 えい 、紛 失、破壊 等 の事 故が発生 した可能性 又 は将来発生

す る懸念 について契約相 手方の部内外 か ら指摘が あった とき

当該 可能性又 は懸 念 の真 偽 を含 む把握 し得 る限 りの全 て の背 景及 び

事実 関係 の詳細 を直ちに報告

(ウ)(ア)及 び(イ)の報告後

当該 内容 の詳 細 について速や か に報告

イ 情報セ キ ュ リテ ィ基準第12(1)関 連

(ア)保 護すべ き情報 の漏 えい、紛失 、破壊等 が発 生 した とき

把握 し得 る限 りの全 ての内容 を報告

(イ)保 護 すべ き情 報 の漏 えい、紛失 、破 壊等 が発生 した可能性 又 は将来

発生す る懸念 につ いて契約相手方 の部 内外 か ら指摘 があった とき

当該 可能性又 は懸念 の真偽 を含 む把握 し得 る限 りの全 て の背 景及び

事実 関係 の詳細 を直 ちに報告

(ウ)保 護 すべ き情 報 が保存 され たサーバ等 に悪意 のあ るコー ドへ の感染

又 は不正 ア クセ スが認 め られ た場合又 は当該 サーバ と同一 のイ ン トラ

ネ ッ トに接続 され てい るサーバ 等 に悪 意 のあ るコー ドへ の感染 が認 め
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られ た場合

把握 し得 る限 りの全 ての情報 を直ちに報告

(エ)(ア)、(イ)又 は(ウ)の報告後

当該 内容 の詳細 を速や かに報告

ウ 報告先

次 の連絡先 に電話連絡 をお願 い します。

(ア)防 衛装備庁 との契約 があ る場合及 び(イ)の窓 口に連絡 が取れ ない場合

防衛装備庁装備政策部装備保全管理官

電話03-3268-3111(内 線35258、35242)

(夜間 ・休 日等)電 話080-8420-0628

(イ)防 衛装備庁 との契約 がない場合

a陸 上幕僚監部装備計画部装備計画課補給管理班

電話03-3268-3111(内 線40752～40754)

(FAX40758)

baに 連絡 が取れ ない場合

陸上幕僚監部監理部会計課経理班

電話03-3268-3111(内 線41124～41126)

(FAX41119)

(ウ)(ア)又 は(イ)への緊急連絡 が終 わったな らば、速や かにその詳細 を契

約担 当官等 に報告 して くだ さい。

工 報告要領

(ア)電 話 等 に よる報告後 、FAX等 によ り別紙 様式第39に よる報告 を

して くだ さい。

(イ)下 請負 者 に よるものは、防衛省 と直接契約 を締結 してい る契約相手

方 か ら報告先へ報告 して くだ さい。

別紙様 式第39情 報セ キュ リテ ィ基準第12(1)イ の速報

別紙様 式第40削 除

(2)次 に掲 げ るサ イバー攻 撃等 が あった場合 は、ガイ ドライ ン第9(1)又 は

情 報セ キュ リテ ィ基 準第12(1)ア 、イ及 び ウに規 定す る事 故又 は事故 の

疑 い若 しくはおそれ があ る場合 として取 り扱 いますの で、前 号 に従 って報

告 を して くだ さい。

なお、社 内規則 におい て、秘密 又 は保護 すべ き情報 を紙媒体 で取 り扱 う

こ とを規 定 してい る場合 であ って も、防衛 関連企 業 にお け る防衛 関連部 門

(防衛省 との契約 のた めの情報 を取 り扱 う全部 門 をい う(秘 密 又 は保護す

べ き情報 を取 り扱 う部 門に限定 され ない。)。 以 下同 じ。)の 情報 システ

ム(以 下 「防衛部 門 システ ム」 とい う。)に 当該情 報が意 図せ ず に保存 さ
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れて い る可能性 を否 定す る こ とが できない こ とか ら、防衛部 門 システ ムに

サイバー攻撃等が あった場合 には、本規定 に該 当す るもの とします。

ア サイバー攻撃(ネ ッ トワー クを通 じた情報 システムへの電子 的な攻

撃)

(ア)主 として 防衛 関連 部 門に属す る社員 が、不審 なメール の添付 ファイ

ル を開いた こ とに よるウィル ス感染(た だ し、防衛部 門 システ ムに全

く影響 が発 生 していない場合 は、 この限 りではない。 以下同 じ。)

(イ)主 として 防衛 関連 部 門に属す る社員 が、不審 なメール の リンクをク

リック した こ とに よるウィル ス感 染

(ウ)主 として 防衛 関連 部 門に属す る社員 が、不正 なWebサ イ トを閲覧

した こ とに よるウィル ス感染

(エ)自 社 のWebサ イ トを閲覧 した こ とによ り、 ウィル ス感 染 した との

外部か らの連絡

(オ)防 衛 部門 システ ムにお いて、大量 のデー タや不正 なデー タを送 りっ

け られた こ とによるサーバ の処理能力 の過負荷

(カ)防 衛 部門 システ ムにお いて、大量 のデー タや不正 なデー タを送 りっ

け られた こ とによるネ ッ トワー ク帯域 の圧迫

(キ)自 社 のWebコ ンテ ンツに ウィルス を仕込む改 ざん

(ク)自 社 のWebコ ンテ ンツの見た 目又 は内容 が変わ る改 ざん

(ケ)防 衛 部門 システ ムにお いて使 用 され るセ キュ リテ ィ器材 等(情 報 シ

ステ ム以外 の物理 的 なセ キュ リテ ィ器 材等 を含 む。)に よる外部 への

不正 な通信 の検知

(コ)防 衛 部門 システ ムのネ ッ トワー クを経 由 した不正 な通信 の検知

(サ)防 衛 部門 システ ムを送信元 とした不正 な通信 に関す る外部組織 か ら

の連絡

(シ)防 衛 部門 システ ムにお いて使 用 され る ソフ トウェア等 の脆弱性 を突

いた攻撃 による不正侵入又 は情報窃取

イ サイバー攻 撃 と同様 の影響 を発 生 させ る情報 システムの誤 操作

(ア)防 衛 部門 システ ムの誤操作 による外部へ の不正 な通信

(イ)防 衛 部門 システ ムの誤設定 による閲覧不可情報 の開示

(ウ)防 衛 関連 部門 に属す る社員 に よるメール誤送信 に よる秘密等(秘 密

保全 に関す る訓令(平 成19年 防衛省 訓令第36号)第2条 第1項

に規定す る 「秘密 」、特定秘密 の保護 に関す る法律(平 成25年 法律

第108号)第3条 第1項 に規 定す る 「特定秘密 」又 は 日米相互 防衛

援助協定等 に伴 う秘密保護法(昭 和29年 法律 第166号)第1条 第

3項 に規 定 す る 「特 別 防衛秘 密 」又 は保護 す べ き情報 の漏 えい をい
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う。)

ウ サイバー攻 撃以外 によるウィル スの混入 等

(ア)可 搬 記憶媒体経 由による防衛 部 門システ ムへ の ウィルス感 染

(イ)防 衛 部門 システ ム導入期か らの ウィルス混入

工 その他

経路 を問わず 、防衛部 門 システ ムに対す るウィルス感染 の拡大 が予想

され る場合 の ウィル ス検知

8イ ンセ ンテ ィブ契約制度

イ ンセ ンテ ィブ契約 制度 は、装備 品等及 び役務 の調 達価格 の一層 の低減 を

図 る こ とを 目的 と した契約 に基 づ く奨励制度 で あって、防衛省 の契約 担 当官

等 が原価 改善提案又 は原 価 改善 申告(以 下 「原価 改善提 案等」 とい う。)を

採 用 し又は認 定 した場合 に、 コス ト削減額 の一部 を考慮 して計算 した額 を加

算 した計算価 格 を基 準 として、 じ後 の契約価 格 を決 定す る ことに よ り、調達

価 格 の低減 に関す る契約 の相 手方の意欲(イ ンセ ンテ ィブ)の 向上 を図る こ

とを趣 旨 としています。

(1)契 約 の相 手方 がイ ンセ ンテ ィブ契約制度 の適 用 申請 を行 う場合 は、原価

改善提案 書又は原価 改善 申告書 を提 出 して くだ さい。

別紙 様式第41-1原 価 改善提案 書

原価改善 申告書

(2)原 価 改善提案 を採用決 定 し、又 は原価 改善 申告 を認 定す る場 合 は、確認

書 を相 互 に取 り交わ します。

別紙 様式第41-2イ ンセ ンテ ィブ契約 制度 に関す る確認書

(3)前 号 に よ り確 認書 を取 り交 わ した場合 には、 申請契約 について、 「イ ン

セ ンテ ィブ制 度の適用 を受 ける契約 に関す る特約 条項(原 価 改善提案書等

に係 る確認 書 による コス ト削減額 を保 証す る契約 に適 用す る特 約条項)」

を付 す もの とします。

別 紙様 式第41-3イ ンセ ンテ ィブ制度 の適用 を受 け る契約 に関す る

特約条項(原 価 改善提 案書等 に係 る確認 書 に よるコ

ス ト削減額 を保証す る契約 に適用す る特約 条項)

(4)第2号 によ り確認 書 を取 り交わ した場合 には、15日 以内 にイ ンセ ン

テ ィブ契約制度 の適 用 を受 ける契約へ の新 規参入 の 申込み に関す る公示 を

各契約機 関 の掲示板及 び ホームペー ジに掲示 し、制度 の適用 を受 ける期 間

にお きま して新規参入 を募 ります。

(5)前 号 の公 示 に対 し、新 規参入 を希 望す る場合 は、 「イ ンセ ンテ ィブ契約

制 度 の適用 を受 ける契約 への入札参加 申請書」 を提 出 して くだ さい。 当該

申込み を審 査 した結果 、新規参入者 として適 正で ある と判 定 した場合 に
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は、以後 の契約 を当初 の契約 の相手方 と新規参入者 との指名競争契約 に よ

って契約す るもの とします。

別 紙様 式第41-4イ ンセ ンテ ィブ契約制 度 の適 用 を受 け る契約 への

入札参加 申請書

(6)前 号に よる指名 競争入 札の入 札者 は、イ ンセ ンテ ィブ料(新 規 参入者 に

あって は、それ に相 当す る額 として、第10号 による価格 削減 イ ンセ ンテ

ィブ料)を 含 んだ価格 に よって入札 を行 って くだ さい。

(7)第5号 に よる指名競争 入札 に よ り、新規参入者 が落札 した場 合 には、契

約 の締結 に先 立 って、 当該新規参入者 は、価格 削減確 認書 を提 出 し、当初

の契約 の相 手方が受 けていた制度 の適 用終 了年度 におい て、 当該相手方 が

約 定 していた価格 以下の価格 で履行す るこ とを約 束 しな ければな りませ

ん。 ただ し、制度 の適用 を受 け る契約 に関 し、当該新規参入者 が落札す る

のが2回 目以 降の契約 であって、過去 に同種契約 に係 る価格 削減確認 書 を

提 出 してい る場合 は この限 りであ りませ ん。

別紙 様式第41-5価 格 削減確認 書

(8)制 度 の適 用 を受 け る契約 に関 し、新 規参入者 と契約 を締結す る ときは、

「イ ンセ ンテ ィブ制度 の適用 を受 ける契約 に関す る特約条項(価 格 削減確

認 書 に よる価格 削減額 を保 証す る契約 に適用す る特約 条項)」 を付 して、

また、 当初 の契約 の相手 方 と契約 を締結 す るとき は、 「イ ンセ ンテ ィブ制

度 の適用 を受 ける契約 に関す る特約 条項(原 価 改善提案書等 に係 る確認書

に よる コス ト削減額 を保 証す る契約 に適 用す る特約 条項)」 を付 して契約

を締結 します。

別紙様 式第41-3イ ンセ ンテ ィブ制 度 の適 用 を受 ける契約 に関す る

特約 条項(原 価 改善提案 書等 に係 る確認 書 に よるコ

ス ト削減額 を保証す る契約 に適用す る特約条項)

別紙様 式第41-6イ ンセ ンテ ィブ制 度 の適 用 を受 ける契約 に関す る

特約条項(価 格 削減確認 書 に よる価 格削減額 を保 証

す る契約 に適用す る特約条項)

(9)新 規参入者 が第7号 に規定す る価格 削減確認 書の提出 を拒んだ場合 に

は、指名競争 入札 にお ける落札 を取 り消 し、 当初 の契約 の相 手方 との随意

契約 を再 開す る もの とします。 新規参入者 が価格 削減確認 書 の約 束 を破棄

し、契約 を解 除 した場合 において も同様 とします。

(10)制 度 の適用 を受 ける契約 に関 し、新規参入者 と契約 す るのが初回で、価

格 削減確 認書 を提 出す る以前 に落札 した契約 を締結す る場合 には、価格 削

減 イ ンセ ンテ ィブ料 は新規参入者 の落札 した価格 に含 まれ るもの とし、当

初 の契約 の相手方 が コス ト削減 を行 う前 の契約金 額 と、新規参入 者 が落札
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した価格 との差額 を価格 削減イ ンセ ンテ ィブ料 とみなす もの と します。

(11)制 度 の適用 を受 ける期 間において、 当初 の契約 の相 手方及 び新 規参入者

の双方 が契約 の締結 を希望す る限 り、指名競争 契約 に よって契約 す るこ と

を基本 とす るもの とします。

なお、いずれ か一方 の者 が指名 競争契約 に係 る入 札へ の参加 を辞退 した

場合 には、他方 の者 との随意契約 に よって契約す るもの と します。

9契 約 の相手方 の提 出資料 の信頼性確保 の施策

(1)制 度調査 又は輸入調 達調 査の受入 れ

ア 契約 の相 手方 は、受入れ の要請 があ った場合 には、制度調査 又 は輸入

調 達調 査(輸 入 品等(防 衛省 が直接又 は輸入業者 を通 じて外 国か ら調 達

す る装備 品等(防 衛省設置法(昭 和29年 法律第164号)第4条 第

13号 に規 定す る装備 品等 をい う。 以下 同 じ。)及 び役 務(日 本 国 とア

メ リカ合衆 国 との問の相互 防衛援 助協 定 に基づ く有償援 助 に よ り調達す

る装備 品等及 び役務 を除 く。)を い う。 以下 同 じ)に 関す る契約 を締結

してい る契約 の相手方 の経理会 計 システ ム等 の適 正性 を確認 す るた めの

調査 で あって、経理会 計 システ ム上 の記録 と契約 の相手方 が提 出 し、又

は提 示 した請 求書等 の整 合性及 び 当該請 求書等 に関連す る書類 の必要事

項 を確認 す る とともに、社 内不正防止及 び法令 遵守 に関す る体制 を確認

す る調 査 をい う。以 下 同 じ。)に つ いて、 これ を受 け入れ な けれ ば な り

ませ ん。

イ 制度調査 又 は輸入調 達調 査 は、 日時、場所 そ の他調 査 を行 う上 で必 要

な事項 を契約 の相手方 に十分 な猶 予 を持 って通知 して行 う定期調 査及 び

臨時調 査 に よ り実施 します。制 度調査 で の臨時調 査 にあ って は、必要 な

事項 の通知 を当該 臨時調査 の開始時 に行 い ます。 この際、臨 時調 査 の円

滑 な実施 を期 すべ く、次 の資料 を指 定 します ので常 に提 出又 は提示 で き

る体制 を整 えておいて くだ さい。

(ア)原 価 計算及 び原価 計上並び に法令 遵守 に関す る社 内規則類

(イ)作 業現場にお ける業務 手続 マニ ュアル

(ウ)原 始伝票 か ら原価 元帳等 まで の一連 の帳票類 の一 覧表 及び これ らの

帳票類 のつなが りを示 す系統図

(エ)関 係 す る情報 システ ムの一覧及 び これ らの情報 システ ムのつ なが り

を示す 系統図

ウ 原 価計算 方式 で予定価格 を算定 してい る契約 を締結 してい る契約 の相

手方 は、制度調 査 の定期調査及 び臨 時調 査 の実施 期 間中、 フ ロアチ ェ ッ

ク(作 業現場(契 約 の相手方 の製 造現 場、設計 現場及 び試 験 ・検 査現場

並 び にこれ らの現場 に関す る原価 管理 を行 う現 場 をい う。)に おいて 、
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作 業員 等 か ら作業 内容 につ いて直接説 明 を聴取 す る とともに、聴 取 内容

と契約 の相手方 の作業指示書 、帳票類等 を突合 して行 う確認作 業 をい

う。 以下 同 じ。)を 受 け入れ なけれ ばな りませ ん。 フロアチ ェ ックは、

実施 日、調査 対象者 、質 問事項 その他調査 を実施 す る上 で必 要 な事 項 を

当該相手方 とあ らか じめ調整す るこ とな く、抜 き打 ちで実施 します。

(2)資 料 の提 出又は提示

ア 原価 計算 、経 費率算 定及 び特約条項 によ り行 う原 価監査等 に際 して、

資料 を提 出又 は提示す る場合 は真正 な資料 を提 出 して くだ さい。

イ 資料 を提 出又 は提示す る際 に、虚偽 の資料 を提 出又 は提示 した場合 に

は、契約 書 にお ける 「資料 の信 頼性確保 及び制度調 査 の実施 に関す る特

約条項 」及び 「輸入 品等 に関す る契約 に係 る資料 の信 頼性確保 及び輸入

調達調査 の実施 に関す る特約 条項」 に よる違約金 を支払 っていた だ くこ

とにな ります。

(3)輸 入 品等 に関す る契約 に係 る価格等証 明資料 について

ア 輸入 品等 に関す る契約 において、価格証 明資料 とはクォーテー シ ョン

の原本 、品質 証 明書 の原本 及 び送 り状(い わ ゆ るイ ンボイ ス。 以 下 同

じ。)の 原本 をいいます。

イ 輸入 品等 に関す る役務請負 契約 にお いて、価 格等証 明資料 は、外 国役

務業者 が発行 した ものに限 ります。

ウ 輸入 品等 に関す る役務請負 契約 以外 の契約 におい て、価格 等証 明資料

は、外 国製造業者 が発 行 した もの を原則 とします。 た だ し、外 国製造業

者 が発行 した価格等 証明資料 が存在 しない場合 は、外 国製造 業者 が発行

した価 格等証 明資料 が存在 しない こ との理 由書及 び契約 の相 手方 によ る

価 格等 証 明資 料 の 内容 の妥 当性 を 当該 外 国製 造業者 が証 明 した資 料 を

もって外 国製造業者 が発行 した価格等証 明資料 に代 えるもの と します。

工 輸入 品等 に関す る役務請負 契約 以外 の契約 におい て、調 達物品 が流 通

業者所 有 中古 品(サ ープ ラスユーズ ド)の 場合 で、外 国製造 業者 が発行

した価 格証 明資料 が存在せず 、かつ、契約 の相 手方 に よる価格 等証 明資

料 の内容 の妥 当性 を当該外 国製造 業者 が証 明で きない ときは、外国製造

業者 が発 行 した価格 等証明資料 が存在 しない こ と及 び契約 の相 手方 に よ

る価格 等証 明資料 の内容 の妥 当性 を外国製造 業者 が証 明で きない こ との

理 由並び に契約 の相 手方 に よる価格 等証 明資料 の内容 の妥 当性 を他 の手

段 に よ り証 明 した資料 を もって外 国製 造業者 が発行 した価格 等証明資料

に代 えるもの とします。 この場合 におい て、流 通業者 が価格 等証 明資料

の内容 の妥 当性 を証明 した資料 のみ をもって外 国製 造業者 が発行 した価

格等証 明資料 に代 え ることは認 めない もの とします。
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オ 輸入 品等 に関す る役務請負 契約 以外 の契約 におい て、調 達物品 が流通

業者所 有 中古 品(サ ープ ラスユーズ ド)以 外 の場合 で 、 これ に準ず る場

合(調 達物 品が流 通業者所有 の物 品でサー プ ラスユー ズ ドと同様 に外 国

製造業者 か らの価格等証 明資料 の入手 が客観 的に困難 と認 め られ る場

合)に おいては、エ に準 じるこ ととします。

力 輸入 品等 に関す る契約 の相 手方 は、工又 はオ に該 当す る場 合 は、契約

担 当官等 に対 し、事前 にその 旨を 申 し出て くだ さい。

キ 輸入 品等 に関す る契約 の相 手方 は、契約担 当官等 に対 し、価格等証 明

資料 の うち見積資料 の原本又 はその代替資料(ウ 又 はエ の規 定 によ り見

積資料 に代 えて提 出す る資料 をい う。)を 契約締結 時 に、品質証明書及

び送 り状 の原本又 はそ の代替資料(ウ 又 はエ の規 定 に よ り品質証明書又

は送 り状 に代 えて提 出す る資料 をい う。)を 入 手後速や かに提 出 しなけ

れ ばな りませ ん。

ク 輸入 品等 に関す る契約 の相 手方 は、価格等 証明資料 の発 行者 か ら、 当

該価格 等証 明資料 を契約担 当官等 に提 出す るこ とにつ いて、あ らか じめ

了承 を得 るもの とします。

ケ 日本 国 とア メ リカ合衆 国 との問 の相互 防衛援助 協定 に基 づ く有償援助

に よ り取得 した装備 品等 に関 し、輸 入業者 を相 手方 として外 国で の役務

請負 に係 る契約 を締結 す る場合 について は、ア、イ、 キ及 び クの規定 を

準用 します。

コ 下請負企 業 を通 じて輸入 品 を調達 す るな ど、輸入 品等 に関す る契約 以

外 の場合 であ って も、契約担 当官等 が必要 と認 める場合 は、 ア～ クの規

定 を準用 します。

(4)関 係資料等 の保存

調 達 品等 の実際原価 を確認す るた めに必要 とな る作業報告 書、 出勤簿及

び給 与支 払 明細書 に相 当す る帳票類(電 子デ ー タを含 む。)に つい ては、

当該調 達物 品等 に係 る事業所 を単位 として、 当該調 達物 品等 の代金 の支払

が完 了 した 日の属す る年度(出 納整 理期 間に係 る支払い は前年 度 に支払 が

あった もの とみ なす。)の 翌年度 の4月1日 か ら起算 して1年 間 は保存 し

ていただ く必要 があ ります。

(5)コ ンプ ライ ア ンス要求 に係 る事項

ア 原 価計算方 式 によって予 定価格 を算 定 してい る契約 を締結 してい る契

約 の相 手方 は、社 内不正防止及 び法令遵守 に関す る体制 の一環 として社

内規則類 にお いて次 に掲 げる事項(以 下 「コンプ ライ アンス要求事項」

とい う。)を 規 定す る とともに、 これ らが適切 に達成 され てい るこ とを

証 明す るた め、契約 の締結 に際 して契約担 当官等 か らの求 めに応 じ、法



38

令遵 守 に関す る社 内規 則 と併せ て コンプ ライ ア ンス要求事項確認 書 を提

出 して くだ さい。 ただ し、 同一年度 にお いて、 当該 相手方 が同一 の契約

担 当官等 に当該確認書 を提 出 してい る場合 は、 この限 りではあ りませ

ん。

別紙様 式第19コ ンプ ライ アンス要求事項確認 書

(ア)防 衛 省 との契約 に関 し、一度計 上 した 工数 や直接費(原 価 の うち、

製 品 の生産 に関 して発 生す る こ とが直接確 認 され、 それ に伴 い直接 に

計算す るこ とが適 当 と認 め られ る費用 をい う。)を 修 正す る場合 に

は、変更 の内容及び理 由を明 らかに した書面 によ り上位 者 の承認 を受

ける等 の適切 な手続 を とって くだ さい。

(イ)(ア)の 書 面が少 な くとも契約履行完 了後5年 間以上保存 され 、防衛省

による制度調査 や原価 監査 に際 して確認 で きる体制 として くだ さい。

(ウ)不 正行為 等 を察知 した場合 の防衛省 へ の公 益通報 を含 む通報 窓 口及

び通報 手続 を防衛 関連事 業 に従 事す る全職 員 に適切 に周 知 させ て くだ

さい。

(エ)防 衛 関連 事業 に従 事す る全職 員 を対 象 と した原価 計上等 に関す る コ

ンプ ライア ンス教育 を実施 して くだ さい。

(オ)本 社 の内部統制部 門 に よ り、防衛 関連部 門 に対 し、適 切 な周 期 で定

期 的に内部監査 を実施 して くだ さい。

イ 契約 の相 手方 は、社 内規則類 が コンプ ライ ア ンス要 求事項 を満 た さな

い場合 には、 コンプ ライ ア ンス要求事 項確 認書 の提 出 日か ら3か 月以 内

に、 当該 コンプ ライ ア ンス要 求事項 を満 たす た めの社 内規則 類 の改正又

は新 たな社 内規則類 の制 定を行 って くだ さい。

ウ 常続 的に契約 を締 結 してい る契約 の相手方 に対 しては、契約 の締結 に

先 立 って年度 当初 に コンプ ライア ンス要求事項確認 書 の提 出 を求 める場

合 があ ります。

工 防衛省 は、 コンプ ライ ア ンス要求 事項 の実施 状況 を制度調査 にお いて

確認 します。 この際、契約 の相 手方 の本社 コ ンプ ライ ア ンス部 門は、 防

衛省 の行 う確認 に協力 しなけれ ばな りませ ん。

オ 契約 の相 手方 が次のいず れか に該 当す る場合 には、 当該相 手方 の本社

コンプ ライ ア ンス部 門 に対 して、 コンプ ライ ア ンス要 求事項 達成 のため

の是正措置 を求 め ることがあ ります。

(ア)コ ンプ ライ アンス要求事 項 の全 て を満 たす 社 内規則類 の改正又 は新

たな社 内規則類 の制定の措 置が とられない場合

(イ)コ ンプ ライ アンス要求事項 の実質 的 な実施 が、 防衛省 が行 う制度調

査 において確認 で きない場合
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(6)制 度調査等 の受入れ を拒否 した場合等 の措置

契約 の相手方 が次のいずれ か に該 当 した場合 には、 当該相 手方は防衛省

として原価 計算 システ ム又 は経 理会計 システ ムの適 正性 を確認 で きない状

態 にある者 として、その後 の契約 の相手方 としない こ とが あ ります。

ア 制度調査若 しくは輸入調 達調査 の受入れ を拒 否 し、又 は調査 に必要 な

協力 を行 わない場合

イ コンプ ライ ア ンス要求事項確認書 の提 出を拒否 した場合

ウ 契約 の相 手方 の本社 コンプ ライ ア ンス部 門 に対 して コンプ ライ アンス

要 求事項 の達成 のための是正措 置 を求 めた に もかか わ らず 、具体 的 な改

善 が見 られ ない場合

10経 費率資料 の提 出

(1)指 名競争 契約 及び 随意契約 の相 手方(下 請負者 を含 む。 以下同 じ。)と

な る場合 について 、契約 担 当官等 が特 に予定価格 算定 のため、 あ らか じめ

当該 相手方 の加 工費率 、一般管理及 び販 売費率 、支払利子 率並び に利益率

等(以 下 「経 費率」 とい う。)を 算定 してお く必要があ る と認 めた とき

は、当該相手方 は、契約担 当官等 か らの通知 に よ り、経費率算 定に必 要な

資料(原 価計算規則 、会計手続等 を含 む。)を 遅滞 な く経費率 を算 定す る

担 当者 に提 出 して くだ さい。

(2)当 該相 手方が、経費 率算定 に必要 な資料 を正 当 な理 由がな く提 出を拒 ん

だ ときは、指名競争 契約及 び随意契約 の相 手方 としない こ とが あ ります。

11第 三者監査監督 に関す る届 出

第三者 監査監督 の適 用 を変 更等 す る場合 は、第 三者 監査監督適 用届 出書 を

提 出 して くだ さい。

別紙様 式第42第 三者監査 監督適 用(一 部変更 ・取消 し)届 出書

12輸 入 にかかわ る装備 品等 の契約 に当たって、 当該装備 品等 に特 定化学物質

が使用 され てい ると知 った場合 には契約担 当官等 に通知す るとともに、次に

揚 げ る表示 を して くだ さい。

(1)構 成 品及び装置等 の表示

本製 品 には次の部分 にPCBが 含 まれてい る。

部品名

物品番号

部品番号

(2)単 一 部 品 の表 示
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PCB使 用 品

(3)特 定化学物質使用装備 品等 の状態(液 状 、極小等)に よ り表示 が困難 な

ものにつ いては、容器又 は外装 に表示す る。

13人 権尊重 の取組

相 手方 は 「責任 あ るサプ ライ チェー ン等 にお ける人権尊重 のた めの ガイ ド

ライ ン」(令 和4年9月13日 ビジネス と人権 に関す る行動計画 の実施 に係 る

関係府省 庁施策推進連 絡会議決定)を 踏 まえて人権 尊重 に取 り組 む よ う努 め る

もの とす る。

第9章 退職者を含む業界関係者 との接触について

陸上 自衛 隊 の調達 関係職 員 の、防衛省 の退職者 を含 む業界 関係者 の方 々へ の

対応 は次 の とお りです のであ らか じめ ご了承 くだ さい。

1業 界関係 者 の方 々で、防衛省 の退職 者で あ る方 は、訪 問先 の職 員へ退職者

であ る旨の 申し出をお願 い します。

2今 後、業界 関係者 の方 々 よ り次 に明示 しま した 「働 きかけ」が調達 関係職

員 に対 して行 われ た場合、次 の よ うな対応 を取 らせ ていた だきますので十分

に ご注意 くだ さい。

(1)接 触報告 書 を作成 します。

(2)必 要に応 じて、指名停止 を講 じ、働 きか けの内容 につ きま して防衛省

ホー ムペー ジへ掲載 され るこ とが あ ります。

※ 「働 きかけ」 とい うのは、次 の3つ の行為 を言 います。

①法令等 に違反す る行為 をす ること。

②職務上非公 開 とすべ き情報 の公 開を唆す こと。

③特定 の業界 関係者 に対す る有利又 は不利 な取扱 い を唆す こと。

具体 的な例 と して は、 「調 達 に係 る積 算価格 、予 定価 格、他 の事業者

等 の見積 価格 な ど特 定の事業者 が不 当 に有利 に又 は不利 にな る情報漏洩

を唆す」行為 が これ に当た ります。
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一般競争(指 名競争)参 加資格審査 申請書(物 品製造

等)

競争参加資格審査 申請書変更届(物 品製造等)
一般競争(指 名競争)参 加資格審査結果通知再発行届

(物品製造等)

委任状(入 札等)

委任状

公募契約希望 申請書

公募契約辞退 申請書

同等品判定依頼書

保管金提出書

保管金受領書

保管金振込書、保管金領収証書

保険証券提出書

保険証券受領証書

保証事項に関す る届出

契約保証金等に関す る委任状

契約保証金支払に関す る連帯保証状

入札書、見積書

随意契約への新規参入 申込書

前金払 申請書

前金払担保提出書

前金払担保提供免除申請書

前金払使途明細書

前金払担保受領書

部分払適用 申請書

短期債権譲渡承認 申請書

短期債権譲渡 申請添付書類

短期債権譲渡先に関す る質問及び回答

短期譲渡対象債権の特定に関す る確認書
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第12-5

第12-6

第12-7

第12-8

第12-9

第12-10

第12-11

第12-12

第12-13

第13

第14

第15

第16-1

第16-2

第16-3

第17

第18

第19

第20

第21

第22

第23

第24

第25

第26

第27

第28

第29

第30-1

第30-2

第31

第32

第33

第34-1

第34-2

第35-1

短期債権譲渡確認事項

短期債権譲渡承認書

長期債権譲渡承認 申請書

長期債権譲渡 申請添付書類

長期債権譲渡先に関す る質問及び回答

長期譲渡対象債権の特定に関す る確認書

譲渡対象債権の特定に係 る同意書

長期債権譲渡確認事項

長期債権譲渡承認書

担保設定承諾依頼書

契約一覧表

(製造 ・役務 ・売買)納 入計画書の提出について

下請負承認 申請(届 出)書(承 認書)

秘密に係わる下請負について(申 請)

誓約書

競争参加資格等に関す る届出書

銀行振込依頼書

コンプライアンス要求事項確認書

作業員名簿

技術者(派 遣員)名 簿

伺い書

承認願書(承 認書)

官給 申請書(官 給回答書)

借受 申請書(借 受回答書)

受領書

返品書 ・材料使用明細書

完成検査(監 督)申 請書(完 成検査(監 督)指 令書)

完成検査合格証

糧食納品書 ・(受 領)検 査調書

納品書 ・(受 領)検 査調書

標準外(追 加)作 業(費)見 積書

作業記録表(役 務完了調書)

整備診断明細書

値引納入 申請書

値引受領通知書

契約履行延期(解 除)申 請書
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第36-1

第36-2

第36-3

第36-4

第37

第38

第39

第40

第41-1

第41-2

第41-3

第41-4

第41-5

第41-6

第42

第43

43

契約辞退 申立書

遅滞料(違 約金)徴 収判定書

契約不適合修補請求書

契約不適合修補等承諾書

契約不適合修補確認 申請書(修 補(品 質 ・受領)確 認

指令書)

修補完了届(修 補完了確認書)

請求書

排除対象者による不当介入の概要

情報セキュ リティ基準第12(1)イ の速報

削除

原価改善提案書

原価改善申告書

イ ンセ ンティブ契約制度に関す る確認書

イ ンセ ンティブ制度の適用 を受 ける契約に関す る特約

条項(原 価改善提案書等に係 る確認書によるコス ト削

減額 を保証す る契約に適用す る特約条項)

インセ ンティブ契約制度の適用を受ける契約への入札

参加 申請書

価格削減確認書

インセ ンティブ制度の適用を受ける契約 に関する特約

条項(価 格削減確認書による価格削減額 を保証す る契

約に適用す る特約条項)

第三者監査監督適用(一 部変更 ・取消 し)届 出書

契約に関す る変更届


